
社
会
主
義
経
済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の

原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て

一二三四

、

Ｊ
／

は
　
じ
　
め
　
に

杜
会
主
義
杜
会
に
お
け
る
内
容
上
お
よ
び
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義

杜
会
主
義
経
済
管
理
機
構
の
二
つ
の
断
面
と
民
主
集
中
制
の
原
則

杜
会
主
義
の
も
と
で
の
企
業
間
連
関
の
制
御
と
集
権
お
よ
び
分
権

杜
会
主
義
経
済
の
管
理
主
体
と
自
主
的
お
よ
び
専
門
的
・
国
家
的
管
理

野

匡良

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
ソ
連
な
ど
一
連
の
杜
会
主
義
国
で
は
、
経
済
改
革
の
進
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
の
問

題
が
新
し
い
内
容
を
と
も
な
っ
て
改
め
て
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ソ
ス
・
イ
タ
リ
ァ
・
目
本
な
ど
の
発
達

し
た
資
本
主
義
国
で
は
、
杜
会
主
義
を
志
向
す
る
運
動
が
い
わ
ゆ
る
先
進
的
な
い
し
は
新
し
い
民
主
主
義
の
延
長
線
上
に
杜
会
主
義

杜
会
像
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
今
年
五
月
に
開
か
れ
た
杜
会
主
義
経
済
学
会
の
大
会
が
、
　
『
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
諸
問
題
』
を
共
通
論
題

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
三
三
　
（
二
三
七
）



　
　
　
立
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と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
玩
代
杜
会
主
義
の
問
題
状
況
に
マ
ツ
チ
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
筆
者
は
大
会
で
『
ソ
連
の
経

済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の
間
題
』
と
題
す
る
報
告
を
お
こ
な
い
、
現
段
階
の
ソ
連
の
間
題
状
況
の
分
析
を
こ
こ
ろ
み
た
が
、
そ

の
前
提
と
な
る
一
般
的
た
考
え
方
を
展
開
す
る
こ
と
は
報
告
の
限
定
さ
れ
た
枠
の
な
か
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
の
課
題
は
こ
れ

を
は
た
す
こ
と
牝
あ
る
。

　
一
般
に
１
民
主
主
義
の
間
題
は
、
杜
会
な
り
組
織
体
な
り
の
機
能
内
容
た
い
し
は
活
動
内
容
と
運
営
体
制
と
の
二
つ
の
側
面
に
か
か

わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
前
提
し
た
う
え
で
、
主
と
し
て
現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る
杜
会
主
義
経
済
運
営
に
お

げ
る
体
制
上
の
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
。
本
稿
の
内
容
は
拙
稿
『
経
済
管
理
・
計

画
化
の
特
質
と
構
造
』
（
木
原
正
雄
・
長
砂
実
編
『
現
代
日
本
と
杜
会
主
義
経
済
学
』
、
大
月
書
店
、
　
一
九
七
六
年
、
下
巻
所
収
）
と
重
な
る
点

も
あ
る
が
、
前
稿
の
論
点
を
民
主
主
義
の
問
題
と
い
う
基
本
的
視
角
か
ら
さ
ら
に
展
開
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
現
段
階
の
ソ

連
に
お
け
る
具
体
的
な
間
題
に
ー
っ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

杜
会
主
義
杜
会
に
お
げ
る
内
容
上
お
よ
び
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義

杜
会
主
義
杜
会
に
お
げ
る
民
主
主
義
、
す
な
わ
ち
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
は
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
に
立
脚
す
る
民
主
主
義
で

は
た
く
、
杜
会
主
義
的
杜
会
的
所
有
に
立
脚
す
る
民
主
主
義
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
そ
れ
は
搾
取
お
よ
び
搾
取
階
級
に
よ
る
階
級
支
配

に
も
と
づ
く
杜
会
的
不
平
等
の
消
減
を
前
提
し
て
お
り
、
　
「
各
人
の
自
由
た
発
展
が
万
人
の
自
由
な
発
展
の
条
件
で
あ
る
よ
う
な
一

　
　
　
　
（
１
）

っ
の
結
合
杜
会
」
の
民
主
主
義
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
杜
会
的
不
平
等
を
前
提
と
す
る
形
式
的
な
民
主
主
義
で
は
な
く
、

杜
会
的
平
等
を
前
晃
と
す
る
実
質
的
な
民
主
主
義
な
の
で
あ
る
。
共
産
主
義
の
一
段
階
と
し
て
の
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
民
主
主
義



は
、
す
べ
て
の
個
人
の
白
由
な
発
展
に
導
く
よ
う
な
杜
会
的
に
平
等
な
杜
会
成
員
問
の
共
同
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
点
に
・

原
理
上
の
根
本
的
な
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
杜
会
主
義
杜
会
の
成
員
問
の
こ
の
よ
う
な
共
同
関
係
の
基
底
に
は
共
産
主
義
・
杜
会
主
義
的
生
産
様
式
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に

マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
、
す
な
わ
ち
「
互
い
に
独
立
し
て
営
ま
れ
る
私
的
諸
労
働
」
に
も
と
づ
く
「
杜
会
的
分
業
の

　
　
　
　
　
　
（
２
）

自
然
発
生
的
体
制
」
と
し
て
の
商
品
生
産
の
杜
会
的
生
産
様
式
に
、
共
産
主
義
・
杜
会
主
義
の
そ
れ
を
対
置
し
た
さ
い
・
こ
れ
を

「
共
同
の
生
産
手
段
で
労
働
し
自
分
た
ち
の
た
く
さ
ん
の
個
人
的
労
働
力
を
自
分
で
意
識
し
て
一
つ
の
杜
会
的
労
働
力
と
し
て
支
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

す
る
自
由
な
人
々
の
結
合
体
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
命
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
共
産
主
義
・
杜
会
主
義
的
生
産
様
式
の

根
本
的
特
質
ば
、
（
一
）
杜
会
を
構
成
す
る
自
由
な
人
々
の
結
合
体
に
よ
る
生
産
手
段
の
共
同
所
有
、
（
二
）
全
杜
会
的
規
模
で
統
一
さ

れ
た
彼
ら
の
共
同
労
働
、
（
三
）
こ
の
統
一
的
な
杜
会
的
労
働
の
彼
ら
自
身
に
よ
る
意
識
的
・
計
画
的
な
制
御
、
に
も
と
め
る
こ
と
が

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
由
に
杜
会
化
さ
れ
た
人
問
」
の
間
の
共
同
所
有
・
共
同
労
働
・
共
同
管
理
の
関
係
が
、
杜
会
成
員
問
の

共
同
関
係
の
基
底
を
な
す
も
の
と
し
て
、
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
の
原
理
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
経
済
運
営
の
領
域
に
お
い
て
は
、
杜
会
成
員
間
の
共
同
所
有
・
共
同
労
働
・
共
同
管
理
の
関
係
は
、
経
済
の
機
能
内
容
と
管
理
体

制
と
の
二
つ
の
側
面
に
関
し
て
、
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
の
固
有
の
原
理
を
規
定
し
て
い
る
。
経
済
の
機
能
内
容
の
側
面
に
関
し
て

は
、
利
潤
の
た
め
の
生
産
、
な
い
し
は
生
産
の
た
め
の
生
産
に
代
っ
て
、
　
「
万
人
の
自
由
な
発
展
」
に
導
く
よ
う
な
す
べ
て
の
杜
会

成
員
の
物
質
的
．
文
化
的
欲
求
の
充
足
が
、
杜
会
的
生
産
の
直
接
の
動
機
な
い
し
は
基
本
目
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
・
こ
の
側
面

で
の
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
の
出
発
点
を
提
供
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
政
策
や
経
済
計
画
の
策
定
、
あ
る
い
は
経
済
活
動
の
組

織
に
お
い
て
、
杜
会
的
生
産
の
具
体
的
な
目
的
設
定
お
よ
び
そ
の
実
現
の
た
め
の
方
法
や
施
策
の
採
択
と
実
施
に
関
し
て
・
生
活
と

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
三
五
　
（
二
三
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
二
・
三
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
（
二
四
〇
）

労
働
に
か
か
わ
る
民
主
的
な
権
利
の
保
障
、
人
問
的
発
達
に
必
要
な
多
面
的
な
構
造
と
高
度
の
水
準
を
も
つ
消
費
欲
求
の
創
出
と
充

足
・
杜
会
福
祉
の
増
進
と
生
活
環
境
の
保
全
な
ど
が
、
第
一
義
的
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
杜
会
主
義
の
も
と
で
は
、
経
済
の

機
能
内
容
の
点
で
全
杜
会
成
員
の
利
益
の
た
め
の
、
つ
ま
り
国
民
本
位
の
路
線
が
追
求
さ
れ
る
わ
げ
で
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
内

容
上
の
民
主
主
義
は
杜
会
主
義
的
た
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
不
可
欠
の
構
成
部
分
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。

　
杜
会
主
義
杜
会
に
お
け
る
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
に
つ
い
て
く
わ
し
く
論
ず
る
こ
と
は
本
稿
の
枠
を
こ
え
る
が
、
経
済
管
理
体

制
の
側
面
と
も
か
か
わ
り
を
も
っ
二
っ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
っ
は
、
右
の
よ
う
な
国
民
本
位
の
賂
線
に
そ
っ
た
内
容
上

の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
展
開
は
、
正
常
な
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
っ
り
あ
い
の
と
れ
た
総
合
的
で
効
率
的
な
発
展
と
い
う

経
済
発
展
の
経
路
と
方
法
の
採
択
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
よ
く
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
功
る
。
発
達
し
た
杜
会
的
生
産
と
し
て

の
杜
会
主
義
経
済
の
も
っ
高
度
の
技
術
水
準
と
複
雑
な
連
関
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
杜
会
成
員
の
多
面
的
で
高
度
な
物
質
的
．
．

文
化
的
欲
求
は
、
種
々
の
部
門
や
地
域
の
問
の
っ
り
あ
い
の
と
れ
た
総
合
的
た
経
済
発
展
に
よ
っ
て
の
み
正
常
な
刺
激
を
与
え
ら
れ
、

十
分
に
充
足
さ
れ
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
所
与
の
資
源
で
多
面
的
な
杜
会
の
最
終
需
要
を
よ
り
よ
く
充
足
し
て
ゆ
く

に
は
、
　
「
力
の
最
グ
の
消
費
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
人
間
性
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
最
も
適
合
し
た
条
件
の
も
と
で
」
自
然
と
の

「
物
質
代
蓼
お
こ
莞
一
と
い
う
原
則
に
立
脚
し
た
、
経
済
の
最
適
計
画
化
と
最
適
機
能
を
志
向
す
る
よ
差
効
率
的
発
祭
前

提
さ
れ
る
。
総
合
的
で
効
率
的
た
経
済
発
展
は
内
容
上
の
経
憐
民
主
主
義
の
原
理
の
十
分
な
展
開
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
い
ま
一
つ
の
点
は
、
共
産
主
義
の
低
い
段
階
と
し
て
の
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
は
、
生
産
手
段
の
共
同

所
有
に
も
と
づ
く
杜
会
成
員
間
の
基
本
的
平
等
と
、
．
労
働
に
応
じ
た
分
配
原
則
に
内
包
さ
れ
る
事
実
上
の
不
平
等
と
い
う
、
民
主
的

権
利
の
二
重
の
基
準
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
に
よ
る
経
済
の
規
制
の
具
体
的
形
態
と
し
て
は
、



能
力
に
応
じ
た
共
同
労
働
へ
の
参
加
の
機
会
の
完
全
な
保
障
、
能
力
の
発
達
に
必
要
な
教
育
の
機
会
均
等
の
確
立
、
健
康
で
文
化
的

な
人
間
的
生
活
を
享
受
す
る
権
利
の
保
障
、
発
達
し
た
杜
会
保
障
制
度
、
労
働
に
応
じ
た
分
配
原
則
に
も
と
づ
く
適
正
な
賃
金
制
度
、

企
業
の
集
団
的
労
働
の
結
果
に
た
い
す
る
労
働
に
応
じ
た
分
配
原
則
を
ふ
ま
え
た
評
価
機
構
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸

彩
態
の
実
現
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
に
お
げ
る
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
展
開
の
い
わ
ぱ
十
分
条
件
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
内
容
上
の
氏
主
主
義
と
な
ら
ん
で
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
い
ま
一
っ
の
構
成
部
分
を
た
す
の
は
、
体
制

上
の
民
主
主
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
杜
会
成
員
間
の
共
同
所
有
・
共
同
労
働
．
共
同
管
理
の
関
係
は
、
経
済
の
管
理
体
制
の
側
面

に
関
し
て
、
経
済
運
営
が
共
同
所
有
者
・
共
同
労
働
者
・
共
同
管
理
者
と
し
て
の
全
杜
会
成
員
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ

る
こ
と
を
観
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
の
計
画
化
あ
る
い
は
経
済
活
動
の
組
織
に
お
け
る
意
思
決
定
や
執
行
行
為

が
・
一
っ
に
は
杜
会
成
員
全
体
の
意
思
を
、
ま
た
二
っ
に
は
生
産
者
・
消
費
者
・
地
域
住
民
な
ど
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
活
動
に

関
係
の
あ
る
人
々
の
意
思
を
十
分
に
反
映
し
う
る
よ
う
な
手
続
き
を
ふ
ん
で
、
っ
ま
り
国
民
主
権
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
全
杜
会
成
員
の
利
益
の
た
め
の
経
済
運
営
は
杜
会
成
員
自
身
の
要
求
と
意
思
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、

国
民
主
権
の
原
則
に
も
と
づ
く
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
が
、
国
民
本
位
の
路
線
に
・
そ
っ
た
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
の
保

障
な
い
し
は
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
民
本
位
を
ぬ
き
に
し
た
国
民
主
権
は
か
ら
文
句
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
体
制
上
の
民
主
主
義
は
内
容
上
の
民
主
主
義
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
が
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
の
前
提
条
件
あ
る
い
は
手
段
を
な
し
て
い
る
の
は
、
後
者
の
展
開
の
必
要

条
件
と
し
て
の
っ
り
あ
い
の
と
れ
た
総
合
的
で
効
率
的
な
経
済
発
展
の
保
障
と
い
う
点
で
も
、
い
わ
ぼ
十
分
条
件
と
し
て
の
杜
会
主

義
的
な
民
主
的
権
利
の
前
述
の
二
重
の
基
準
に
よ
る
経
済
の
規
制
と
い
う
点
で
も
、
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
体
制
上
の
民
主
主
義
は
、

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
三
七
　
（
二
四
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
二
・
三
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
（
二
四
二
）

こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
に
関
し
て
、
何
よ
り
も
政
策
・
計
画
・
施
策
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、
杜
会
成
員
全
体
あ
る
い
は
関
係
の
あ
る
人

々
の
も
ろ
も
ろ
の
要
求
の
結
集
を
保
障
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
内
容
上
の
民
主
主
義
の
実
体
的
展
開
を
支
え
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

考
え
う
る
複
数
の
代
替
案
の
た
か
か
ら
最
適
の
も
の
を
選
択
す
る
と
い
う
間
題
、
あ
る
い
は
合
理
的
な
決
定
を
お
こ
な
う
と
い
う
問

題
を
解
決
す
る
う
え
で
、
関
係
の
あ
る
人
々
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
の
提
起
や
知
恵
と
力
の
発
揮
を
促
進
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、

内
容
上
の
民
主
主
義
の
よ
り
十
分
な
展
開
を
支
え
る
の
で
あ
る
～
体
制
上
の
民
主
主
義
が
こ
れ
ら
の
機
能
を
現
実
に
ど
れ
ほ
ど
は
た

し
う
る
か
は
、
共
同
管
理
者
と
し
て
の
杜
会
成
員
の
創
意
あ
る
い
は
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
が
ど
れ
ほ
ど
全
面
的
に
刺
激
さ
れ
る
か
と
い
う

こ
と
に
決
定
的
に
依
存
し
て
い
る
。
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
が
杜
会
主
義
に
適
合
的
な
競
争
の
機
構
を
内
蔵
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て

は
じ
め
て
、
こ
の
よ
う
た
創
意
の
刺
激
を
保
障
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
レ
ー
ニ
ソ
は
十
月
革
命
直
後
の
時
期
に
競
争
の
組
織
化
の
問
題
を
最
重
要
間
題
の
一
っ

と
し
て
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
一
九
一
八
年
一
月
に
書
い
た
『
競
争
を
ど
う
組
織
す
る
か
？
』
と
い
う
手
稿
の
な
か
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
杜
会
主
義
は
競
争
の
火
を
消
さ
な
い
ば
か
り
で
衣
く
、
反
対
に
、
こ
れ
を
真
に
ひ
ろ
く
、
真
に
大
衆
的
た
規
模
で
応
用
し
、
勤
労

者
の
大
多
数
…
…
が
こ
こ
で
自
分
の
本
領
を
発
揮
し
、
そ
の
能
力
を
の
ば
し
、
…
…
天
分
を
発
揮
す
る
可
能
性
を
は
じ
め
て
つ
く
り

だ
す
」
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
　
「
パ
リ
・
コ
ソ
ミ
ュ
ー
ソ
は
、
下
か
ら
の
創
意
、
自
主
性
、
運
動
の
自
由
、
展
開
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
、
紋
切
型
に
は
縁
の
な
い
自
発
的
な
中
央
集
権
制
と
が
結
合
さ
れ
た
偉
大
な
模
範
を
し
め
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
ソ
ヴ
ェ
ト
は
お

な
じ
道
を
進
ん
で
い
る
。
…
…
各
『
コ
ソ
、
ミ
ュ
ー
ソ
』
が
　
　
ど
の
工
場
も
、
ど
の
農
村
も
、
ど
の
消
費
組
合
も
、
ど
の
供
給
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

会
も
　
　
お
た
が
い
に
競
争
し
な
が
ら
、
労
働
と
生
産
物
分
配
に
た
い
す
る
記
帳
と
統
制
の
実
践
的
組
織
者
と
し
て
行
動
し
た
げ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

ば
淀
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ニ
ソ
は
、
こ
の
す
ぐ
あ
と
で
書
か
れ
た
論
文
『
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
』



や
、
そ
の
『
最
初
の
草
稿
」
の
な
か
で
も
同
じ
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。

　
杜
会
主
義
的
な
競
争
の
組
織
化
に
関
す
る
レ
ー
ニ
ソ
の
問
題
提
起
は
、
ふ
っ
う
労
働
遇
程
に
お
げ
る
大
衆
的
運
動
と
し
て
の
杜
会

主
義
競
争
に
か
か
わ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
レ
ー
ニ
ソ
は
、
　
「
競
争
を
組
織
す
る
と
い
う
任
務
は
、
二
っ
の
面
か
ら

成
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
こ
の
任
務
は
、
民
主
主
義
的
中
央
集
権
制
が
右
に
略
述
し
た
よ
う
な
形
で
実
施
さ
れ
る
こ
と

を
要
求
し
て
お
り
、
他
方
で
は
、
こ
の
任
務
は
、
ロ
シ
ァ
の
経
済
機
構
を
再
組
織
す
る
た
め
の
、
も
っ
と
も
正
し
い
、
も
っ
と
も
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

済
的
た
道
を
発
見
す
る
可
能
性
を
意
味
す
る
」
と
記
し
て
お
り
、
競
争
の
問
題
は
、
民
主
集
中
制
の
間
題
お
よ
び
大
工
業
を
基
盤
と

す
る
経
済
の
合
理
的
組
織
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
各
「
コ
ン
、
、
・
ユ
ー
ソ
」
、
っ
ま
り
各
工
場
・
農
村
・
消

費
組
合
な
ど
の
問
の
競
争
の
組
織
化
へ
の
言
及
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
設
定
の
枠
の
な
か
で
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ソ
の

問
題
提
起
は
、
労
働
者
問
あ
る
い
は
職
場
間
や
企
業
問
で
の
自
発
的
匁
大
衆
的
運
動
と
し
て
の
杜
会
主
義
競
争
の
組
織
化
の
問
題
に

と
ど
ま
ら
ず
、
経
済
運
営
の
体
制
の
あ
り
方
全
体
に
か
か
わ
る
よ
う
な
は
る
か
に
広
い
問
題
、
す
な
わ
ち
、
体
制
上
の
経
済
民
主
主

義
が
杜
会
主
義
に
適
合
的
な
競
争
の
機
構
お
よ
び
そ
れ
の
も
っ
刺
激
機
能
を
内
蔵
す
べ
き
こ
と
に
っ
い
て
、
一
定
の
示
竣
を
ふ
く
む

も
の
と
み
た
し
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
全
杜
会
成
員
の
物
質
的
・
文
化
的
欲
求
の
充
足
と
い
う
基
本
目
的
か
ら
出
発
し
て
、

内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
が
実
体
的
展
開
を
と
げ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
多
面
的
で
高
度
な
消
費
需
要
の
形
成
と
、
そ
の
完
全
な
充
足

を
め
ざ
す
生
産
活
動
上
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
の
全
面
的
な
発
揮
を
促
進
し
う
る
よ
う
な
、
杜
会
主
義
的
な
競
争
機
構
と
そ
の
物
質
的
お

よ
び
道
徳
的
刺
激
機
能
が
必
要
で
あ
る
。
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
は
、
こ
の
機
構
な
し
で
は
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
の
実
体
的

展
開
を
十
分
に
。
支
え
る
こ
と
は
で
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
従
来
ソ
連
な
ど
で
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
共
同
所
有
・
共
同
労
働
・
共
同
管
理
の
関
係
の
把
握
に
お
い
て
、
体
制
上
の
民
主

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
三
九
　
（
二
四
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
二
・
三
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
（
二
四
四
）
、

主
義
の
間
題
を
そ
れ
自
体
と
し
て
理
論
的
に
追
求
し
、
ま
た
そ
れ
を
内
容
上
の
民
主
主
義
の
全
面
的
展
開
の
前
提
条
件
狂
い
し
は
手

段
と
し
て
位
置
づ
げ
る
と
い
う
問
題
意
識
に
は
、
欠
げ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
近
年
よ
う
や
く
こ
う
し
た
視
角

か
ら
の
間
題
の
検
討
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
る
よ
う
に
た
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
ソ
連
政
治
学
会
会
長
の
シ
ャ
フ
ナ
ザ
ー
ロ
フ
は
、
民
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

主
主
義
が
「
新
し
い
杜
会
の
も
っ
と
も
重
要
な
目
的
の
一
っ
で
あ
る
だ
げ
で
は
た
く
、
そ
の
す
べ
て
の
目
的
の
普
遍
的
な
達
成
手
段

で
も
あ
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
、
　
「
遺
憾
た
が
ら
、
杜
会
主
義
に
と
っ
て
の
民
主
主
義
の
こ
の
必
要
性
は
、
決
し
て
常
に

正
し
く
理
解
さ
れ
評
価
さ
れ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
　
「
異
主
主
義
と
杜
会
・
経
済
的
発
展
と
の
逆

連
関
（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）
の
解
明
」
の
問
題
を
提
起
し
て
、
　
「
あ
れ
こ
れ
の
杜
会
・
経
済
的
課
題
の
正
し
い
提
起
そ
の
も
の
で
さ
え
、

ま
た
な
お
の
こ
と
、
そ
れ
ら
の
解
決
へ
の
科
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
接
近
は
、
首
尾
一
貫
し
て
民
主
主
義
的
な
方
法
を
適
用
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

は
じ
め
て
可
能
に
た
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
た
理
論
的
動
向
が
、
現
段
階
の
ソ
連
に
お
げ
る
重
工
業
優
先
型
の
粗
放
的

な
経
済
発
展
か
ら
総
合
的
で
効
率
的
な
経
済
発
展
へ
の
転
換
、
お
よ
び
経
済
改
革
に
よ
る
企
業
の
自
主
性
の
拡
大
と
経
済
的
刺
激
機

構
の
強
化
を
背
景
と
し
て
、
つ
ま
り
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
と
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
よ
り
実
体
的
な
展
開
へ
の
志
向
の
な

か
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
（
１
）
　
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
『
共
産
党
宣
言
』
、
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
、
大
月
書
店
、
第
四
巻
、
四
九
六
ぺ
－
ジ
。

　
（
２
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
、
第
一
巻
、
マ
ル
・
エ
ソ
全
集
、
第
二
三
巻
ａ
、
九
八
－
九
九
ぺ
ー
ジ
。

　
（
３
）
　
前
掲
書
、
一
〇
五
ぺ
－
ジ
。

　
（
４
）
　
前
掲
書
、
一
〇
六
べ
ー
ジ
。

　
（
５
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
、
第
三
巻
、
マ
ル
・
ニ
ソ
全
集
、
第
二
五
巻
ｂ
、
一
〇
五
一
ぺ
ー
ジ
。

　
（
６
）
　
レ
ー
ニ
ソ
『
競
争
を
ど
う
組
織
す
る
か
？
』
、
全
集
、
大
月
書
店
、
第
二
六
巻
、
四
一
五
、
四
二
二
－
四
二
三
べ
ー
ジ
。



一
７
一
レ
ー
一
ソ
一
論
文
「
ソ
ヴ
一
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
一
の
最
初
の
草
稿
一
、
全
集
、
第
二
七
巻
、
二
二
ぺ
、
ジ
。

一
８
一
「
．
・
．
冒
嚢
℃
富
．
・
・
長
毒
量
婁
二
窒
・
需
ｏ
妻
・
麦
昌
。
。
、
、
。
国
。
目
勺
。
。
匡
、
。
。
勺
呂
雪
三
・
。
員
饒
、
、
雪
。
。
．
、
・
芦
。
目
。
自
申
、
。
、
、
、
８
。

　
　
　
＝
昌
胃
冨
寝
弓
し
違
『
．
一
〇
弓
ｐ
ｓ
－
鼻

　
　
　
　
一
九
七
二
年
に
発
行
さ
れ
た
こ
の
書
物
の
初
版
で
も
同
様
の
主
旨
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
こ
こ
で
引
用
し
た

　
　
　
一
九
七
四
年
の
第
二
版
ほ
ど
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
；
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
機
構
の
二
つ
の
断
面
と
民
主
集
中
制
の
原
則

杜
会
主
義
経
済
お
よ
び
そ
の
管
理
機
獲
、
共
同
所
有
者
・
蕎
労
働
者
．
共
同
管
薯
と
し
て
の
自
寒
人
、
お
よ
び
そ
の
集

団
濤
有
奮
主
性
を
内
蔵
し
た
一
っ
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
組
織
構
造
に
っ
い
て
み
れ
ば
、
種
、
の
系
統
と

種
々
の
段
階
農
す
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
間
の
垂
直
と
水
平
の
連
関
か
ら
な
る
多
元
的
隻
層
擾
担
を
も
つ
た
複

雑
芙
規
模
シ
ス
テ
ム
婁
し
て
い
る
。
し
た
が
一
て
、
杜
会
主
義
経
済
管
嚢
構
が
有
碧
機
能
し
て
、
内
容
上
お
よ
び
体
制
上

の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
展
開
蛮
実
に
は
か
ら
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
個
、
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
も
つ
自
由
な
人

美
よ
び
そ
の
集
団
に
特
有
奮
主
性
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
内
蔵
す
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
箆
迫
の
多
元
性
を
前
提
し
た
う
え
で
、
全

杜
会
的
規
模
に
淳
る
共
同
労
働
と
そ
の
計
画
的
鶴
に
必
蓋
シ
ス
テ
ム
の
統
一
性
が
保
持
さ
れ
ね
窪
ら
な
い
。

杜
会
主
義
の
も
と
で
自
由
に
杜
会
を
構
成
す
る
人
・
の
共
同
関
係
に
普
遍
的
な
こ
れ
ら
二
っ
の
契
機
の
結
合
の
問
題
は
、
杜
会
主

義
経
済
管
理
機
構
に
つ
い
て
は
次
元
の
こ
差
る
二
つ
の
断
面
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
。
；
は
経
済
管
理
機
構
の
組
織
．
技
術
的

構
造
の
断
面
で
膏
・
い
三
つ
は
経
済
管
理
主
体
の
杜
会
・
経
済
的
実
体
の
断
面
で
あ
る
。
第
一
の
断
面
に
お
い
て
は
、
右
の
自

主
性
な
い
し
は
多
元
性
と
統
一
性
と
の
結
合
の
問
題
は
、
重
層
構
造
を
も
つ
た
経
済
管
理
組
督
お
げ
る
各
種
の
意
思
決
定
お
よ
び

　
　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
一
小
野
一
　
巴
一
二
四
五
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
．
第
二
．
三
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
（
二
四
六
）

執
行
権
隈
の
帰
属
レ
ベ
ル
の
問
題
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
集
権
と
分
権
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
・
こ
の
断

面
で
体
制
上
の
民
主
主
義
の
原
理
の
展
開
を
は
か
っ
て
ゆ
く
う
え
で
の
中
心
問
題
を
な
す
と
い
え
る
。
第
二
の
断
面
に
お
い
て
は
・

自
主
性
な
い
し
は
多
元
性
と
統
一
性
と
の
結
合
の
問
題
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
経
済
と
杜
会
の
共
同
管
理
の
本
源
的
な
主
体
で

あ
る
共
同
所
有
者
．
共
同
労
働
者
た
ち
が
構
成
す
る
、
統
一
的
な
自
主
的
管
理
組
織
の
移
成
と
発
展
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
◎

共
同
管
理
の
本
源
的
主
体
の
現
実
の
管
理
へ
の
関
与
を
ど
の
よ
う
に
実
体
化
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
点
に
、
こ
の
面
で
の
体
制
上
の
民

主
主
義
の
原
理
の
展
開
の
中
心
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
種
類
の
問
題
の
存
在
に
つ
い
て
は
近
年
ソ
連
で
も
指
摘

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
。
た
と
え
ぼ
、
ア
フ
ア
ナ
シ
ニ
フ
や
グ
ヴ
イ
シ
ァ
ニ
ら
杜
会
・
経
済
管
理
論
の
権
威
四
人
の
共
編
で
最

近
出
版
さ
れ
た
幹
部
再
教
育
用
の
経
済
管
理
論
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
　
「
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
は
二
っ
の
相
互
に
結
び
っ
い
た
要

．
素
か
ら
た
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
企
業
の
権
限
お
よ
び
自
主
性
の
拡
大
の
問
題
と
、
勤
労
者
の
管
理
参
加
の
発
展
の
問
題
と
の
二
つ

　
　
　
　
　
（
９
）

を
あ
げ
て
い
る
。

　
ソ
連
そ
の
他
の
杜
会
主
義
諾
国
で
は
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
機
構
に
お
げ
る
上
述
の
自
主
性
な
い
し
は
多
斤
性
と
統
一
性
と
の
結

合
を
は
か
る
う
え
で
、
民
主
集
中
制
の
原
則
が
組
織
原
則
と
さ
れ
て
き
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
原
則
を
提
起
し
た
の
は
レ
ー
ニ

ソ
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
原
則
を
特
殊
的
に
は
労
働
春
階
級
の
前
衛
党
の
組
織
原
則
と
し
て
提
起
し
た
が
、
同
時
に
よ
り
一
般
的
な
も

の
と
し
て
も
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
杜
会
主
義
国
家
制
度
お
よ
び
杜
会
主
義
経
済
管
理
機
構
の
組
織
原
則
と
し
て
・

つ
ぎ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
ニ
ソ
は
十
月
革
命
後
ブ
レ
ス
ト
講
和
を
経
て
、
　
「
ロ
シ
ア
の
腎
塾
を
組
織
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

る
と
い
う
任
務
が
目
程
に
の
ぼ
っ
て
」
き
た
段
階
で
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
民
主
主
義
的
中
央
集
権
制
を
支
持
す
る
。
そ
し
て
民
主
主

義
的
中
央
集
権
制
が
、
一
方
で
は
官
僚
的
中
央
集
権
制
と
、
他
方
で
は
無
政
府
主
義
と
、
ど
ん
な
に
か
げ
は
な
れ
て
い
る
か
を
・
明



瞭
に
理
解
し
淳
れ
窪
ら
な
い
。
、
民
主
主
義
的
中
央
集
権
制
は
、
げ
一
し
て
自
治
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
・
む
し
ろ
反

対
に
、
そ
の
必
要
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
一
と
主
張
し
て
、
「
ほ
か
奮
ぬ
こ
の
民
主
主
義
的
中
央
集
霜
を
経
済
の
分
野
で

実
現
し
、
鉄
道
、
郵
便
、
電
信
、
そ
の
他
の
運
輸
手
段
、
等
・
の
よ
う
な
経
済
企
業
が
そ
の
驚
を
は
た
す
う
え
で
完
全
な
整
然
さ

と
統
一
を
確
保
す
る
こ
と
一
を
課
題
と
し
て
提
起
す
る
と
と
乏
、
「
真
賃
主
主
義
的
な
意
味
に
理
解
さ
れ
た
中
央
集
権
制
は
・

地
方
的
特
性
だ
け
で
な
く
、
地
方
的
発
意
、
地
方
的
創
意
、
共
通
の
目
的
を
め
ざ
す
運
動
の
多
種
多
様
な
方
途
・
方
法
お
よ
び
手
段

を
も
完
全
に
、
支
障
た
く
発
展
さ
せ
る
と
い
う
、
歴
史
に
よ
一
て
は
じ
め
て
っ
く
り
だ
さ
れ
た
可
能
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

る
」
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
レ
ニ
ソ
は
、
杜
会
主
義
の
国
家
制
度
や
経
済
管
理
驚
の
組
織
原
則
と
し
て
罠
主
集
霧
の
原
則
の
位
置
づ
げ

と
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
さ
い
、
こ
の
原
則
は
直
接
に
は
中
央
上
位
欝
一
の
権
限
集
中
と
下
位
組
織
単
位
の
自
治
と
の

結
合
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
集
権
と
分
権
と
の
結
合
の
問
題
の
次
元
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
・
下
位
組
織
単
位
の
自
治
や
特

性
や
創
意
、
あ
る
い
は
運
動
の
多
様
な
方
法
や
手
髪
ど
の
完
全
な
発
展
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
ぽ
・
呈
的
管
理
の
実
体

的
展
開
の
問
題
の
次
元
に
も
か
か
わ
る
内
容
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
い
ト
又
よ
う
。
ま
た
、
民
主
集
中
制
の
原
則
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な

レ
ー
一
ソ
の
提
起
が
、
先
に
、
一
旨
及
し
た
よ
う
に
、
杜
会
主
義
に
適
合
的
姦
争
機
構
の
組
織
化
の
問
題
に
か
か
わ
一
て
な
さ
れ
を

の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
ソ
連
で
も
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
機
構
の
組
織
原
則
と
し
て
の
民
主
集
中
制
の
原
則
を
・
集

権
．
分
権
の
問
題
お
よ
び
自
主
的
管
理
の
問
題
と
い
う
、
こ
の
驚
の
二
っ
の
断
面
に
属
す
る
二
っ
の
問
題
と
の
か
か
わ
り
で
把
握

す
る
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
著
名
な
数
理
経
済
学
者
の
ア
ガ
ソ
ベ
ギ
ャ
ソ
ら
は
、
国
民
経
済
計
画
モ
デ
ル
の
構
築
に

関
連
し
て
民
主
集
中
制
の
原
碧
と
り
あ
げ
、
「
こ
の
原
則
の
本
質
は
杜
会
主
奮
家
の
側
か
ら
の
国
民
経
済
の
中
央
集
権
的
指
導

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
四
三
　
（
二
四
七
）
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四
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四
八
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立
命
館
経
済
学
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第
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十
五
巻
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合
併
号
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と
・
経
済
組
繁
よ
び
現
地
機
窪
た
い
す
る
広
要
経
済
的
自
立
性
の
付
与
、
お
よ
び
広
範
姦
労
者
大
衆
の
管
理
参
加
と
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

機
的
結
合
に
あ
る
」
と
観
定
し
て
い
る
。

以
上
で
明
ら
か
な
よ
乏
・
杜
会
主
義
竃
家
制
度
や
経
済
管
理
機
構
の
組
織
原
則
と
し
て
の
民
主
集
中
嘗
原
則
は
、
国
家
な

り
震
経
済
書
全
体
の
規
讐
淳
る
蓋
の
目
的
の
設
定
、
お
よ
び
そ
の
効
果
的
実
現
の
た
め
に
必
要
嚢
能
の
竺
の
確
保

に
む
げ
ら
れ
た
中
央
上
位
欝
一
の
権
限
集
中
と
、
共
通
の
目
的
の
実
現
の
た
め
の
具
体
的
方
策
の
点
で
の
下
位
組
織
単
位
一
の
広

範
憲
雰
散
・
至
び
そ
の
皇
的
活
動
の
完
全
な
展
開
と
を
、
有
機
的
に
結
合
す
る
た
め
の
民
主
主
義
的
な
組
織
原
則
と
し
て

提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
二
の
原
則
は
・
杜
会
主
義
経
済
管
理
鷹
の
組
織
・
技
術
的
構
造
と
管
理
主
体
の
杜
会
．
経
済
的
実
体

と
の
二
っ
の
断
面
に
お
い
て
・
体
制
上
の
民
主
主
義
の
原
理
の
展
開
を
支
え
る
も
の
と
い
、
”
一
よ
う
。
そ
の
よ
差
も
の
と
し
て
、
民

主
集
中
制
の
原
則
は
・
杜
会
主
義
巽
同
管
理
の
主
体
と
し
て
の
個
人
や
企
業
の
イ
ニ
シ
ヤ
チ
ブ
の
全
面
的
な
轟
を
刺
激
し
う
る

よ
う
牟
杜
会
主
義
的
な
競
争
機
構
を
排
除
し
な
い
ほ
か
り
か
、
こ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
わ
ね
窪
墓
い
。
以
上
の
よ
う

萬
容
定
一
た
杜
会
主
義
経
済
管
理
機
構
の
組
織
原
則
と
し
て
の
民
主
集
中
禦
、
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
、
的
基
讐
立
つ
た
綱

領
と
諾
に
も
と
づ
い
て
活
動
す
る
労
働
者
階
警
削
衛
篭
淳
る
民
主
集
中
制
と
は
、
そ
の
具
体
的
あ
り
方
隻
い
て
こ
と
な

る
こ
と
は
い
茎
で
差
い
・
嚢
に
淳
る
民
主
集
中
制
と
の
こ
う
し
た
違
い
を
票
的
に
表
現
し
う
る
と
い
う
点
で
は
、
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

富
久
治
氏
の
提
唱
す
る
「
民
主
的
竺
一
フ
イ
ヶ
－
シ
ヨ
ソ
の
原
理
一
と
い
う
観
定
が
注
目
を
ひ
く

い
ず
れ
に
し
て
も
・
お
よ
そ
民
主
集
中
制
の
原
則
の
一
般
的
た
意
味
は
、
そ
れ
が
杜
会
主
義
杜
套
い
し
は
杜
会
主
義
的
な
組
織

体
に
ぎ
る
・
自
由
で
自
律
的
な
人
・
の
脊
関
係
を
律
す
る
民
主
主
義
的
な
組
織
原
則
で
あ
つ
て
、
個
人
あ
る
い
は
部
分
の
呈

性
な
い
し
は
全
体
の
多
元
性
を
前
提
し
た
う
を
、
そ
れ
と
全
体
の
統
一
性
と
の
二
っ
の
契
讐
結
合
す
る
た
め
の
原
則
を
な
す
と



い
う
点
に
あ
る
と
い
、
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
原
則
に
お
け
る
民
主
主
義
と
中
央
集
権
と
の
関
係
は
、
前
出
の
手
稿
の
な
か
で

レ
ー
ニ
ソ
が
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
真
に
民
主
主
義
萄
な
意
味
に
理
解
さ
れ
た
中
央
集
権
制
」
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な

い
。
民
主
集
中
制
の
原
則
は
民
主
主
義
の
原
理
に
立
脚
す
る
中
央
集
権
の
原
則
に
ほ
か
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
民
主
主
義
的
な
自
治

な
り
自
主
性
な
り
の
展
開
が
そ
の
基
盤
な
い
し
は
前
提
を
な
す
よ
う
な
、
民
主
主
義
的
な
組
織
原
則
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

民
主
集
中
制
に
お
げ
る
民
主
主
義
と
中
央
集
権
と
は
機
械
的
に
並
列
的
に
把
握
さ
れ
て
ぱ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ア
フ
ァ
ナ
シ
ニ
フ
は
、
民
主
集
中
制
に
お
げ
る
「
中
央
集
権
と
民
主
主
義
と
の
相
互
作
用
の
決
定
的
側
面

　
　
　
　
　
　
　
…
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

を
な
す
の
は
民
主
主
義
で
あ
る
」
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
に
ソ
連
で
は
こ
の
問
題
が
理
論
的
に
落
着
を
み
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
。
ア
フ
ァ
ナ
シ
ニ
フ
自
身
が
共
編
者
の
一
人
と
し
て
名
を
っ
ら
ね
て
い
る
先
に
あ
げ
た
経
済
管
理
論
の
テ
キ
ス

ト
を
と
っ
て
み
て
も
、
「
中
央
集
権
原
則
」
を
、
杜
会
的
所
有
に
固
有
な
も
の
と
し
て
の
杜
会
的
生
産
の
１
計
画
性
の
も
っ
と
も
完
全

な
表
現
」
と
規
定
し
た
う
、
え
で
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
－
お
い
て
「
出
発
点
を
な
す
の
は
中
央
集
権
的
管
理
で
あ
る
」
と
い
う
位
置

づ
げ
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
民
主
主
義
に
っ
い
て
は
、
杜
会
的
所
有
が
「
中
央
集
権
の
み
で
な
く
民
主
主
義
を
も
要
求
す
る
」
こ
と

を
指
摘
し
て
は
い
る
も
の
の
、
　
「
民
主
主
義
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
、
民
主
主
義
が
浸
透
し
た
中
央
集
権
の
み
が
堅
固
か
つ
深
遠
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

る
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
中
央
集
権
に
経
済
の
計
画
的
制
御
の
出
発
点
と
し
て
の
位
置

づ
げ
が
与
え
ら
れ
た
う
え
で
、
民
主
主
義
は
そ
の
前
提
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
並
列
的
に
提
起
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
結
局
は

前
老
が
本
源
的
な
も
の
な
い
し
は
基
軸
と
し
て
把
握
さ
れ
て
、
後
老
は
補
完
的
な
も
の
な
い
し
は
支
柱
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
る
と

い
う
転
倒
し
た
結
果
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
集
権
と
並
列
的
た
位
置
に
あ
る
の
は
分
権
で
あ
っ
て
民
主
主
義
で
は
な
い
。

ま
た
、
計
画
化
１
１
集
権
と
い
う
把
握
か
ら
出
発
し
て
右
の
よ
う
な
結
果
に
導
い
て
い
る
の
は
、
杜
会
主
義
経
済
の
計
画
的
制
御
が
杜

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
四
五
　
（
二
四
九
）
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会
成
員
自
身
に
よ
る
経
済
の
共
同
管
理
の
一
般
的
機
能
移
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
、
計
画
化
に
お
い
て
も
共
同
管
理
の
組
織
原
理

と
し
て
の
体
制
上
の
民
主
主
義
が
っ
ら
ぬ
か
れ
ね
ば
な
ら
た
い
と
い
う
基
本
的
認
識
が
、
十
分
に
確
立
し
て
い
た
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
た
と
え
ば
グ
リ
ツ
ェ
ソ
コ
は
大
衆
的
管
理
参
加
に
関
す
る
著
作
の
な
か
で
、
　
「
分
権
化
は
そ
れ
自
体
で
は
大
衆
の
生
産
管

理
参
加
の
た
め
の
条
件
を
確
保
す
る
保
障
に
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
点
で
は
、
集
権
・
分
権
の
間
題
と
自
主
的
管
理
の
実
体
的

展
開
の
問
題
と
い
う
、
体
制
上
の
民
主
主
義
の
二
つ
の
こ
と
な
る
次
元
に
お
げ
る
展
開
を
正
確
に
区
別
し
て
い
る
か
に
み
え
る
が
、

実
は
そ
う
で
は
な
く
、
彼
も
ま
た
計
画
化
Ｈ
集
権
と
い
う
把
握
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
分
権
化
は
中
央
集
権
的
計
画

原
理
を
弱
め
る
措
置
で
あ
る
」
と
み
な
し
て
お
り
、
中
央
集
権
的
計
画
原
理
を
「
補
足
す
る
」
よ
う
な
「
管
理
の
民
主
化
」
が
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
の
形
態
と
し
て
の
大
衆
的
管
理
参
加
に
分
権
化
を
対
置
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
分
権

は
経
済
の
計
画
的
制
御
か
ら
も
体
制
上
の
民
主
主
義
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
主
集
中
制
の

原
則
が
決
し
て
分
権
を
否
定
す
る
も
の
で
な
く
、
集
権
と
分
権
の
有
機
的
結
合
を
意
味
す
る
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
９
）
＜
曇
毒
毒
８
量
蔓
§
・
葵
…
暑
奮
婁
富
…
雰
昌
・
量
弓
・
看
：
曼
胃
戻
き
手
亭
書
自
自
竃
ヨ
軍
ラ
＞
曾
§
蚕
・

　
　
　
阜
．
奉
「
望
昌
婁
－
軍
＝
１
自
套
量
・
ヒ
「
×
』
昌
・
Ｐ
春
§
・
こ
－
。
；
壽
唇
§
…
鳥
匡
§
竃
。
彗
３
、
窯
畠
婁
嚢
、
、

　
　
　
お
寄
～
ｓ
ｐ
－
ｏ
・
Ｈ
．
な
お
、
前
年
発
行
の
初
版
に
も
、
こ
の
一
九
七
五
年
の
第
二
版
と
同
じ
指
摘
が
あ
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
（
１
０
）
　
レ
ー
ニ
ソ
『
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
』
、
全
集
、
第
二
七
巻
、
二
四
四
べ
ー
ジ
。

　
（
ｕ
）
　
レ
ー
ニ
ソ
『
論
文
「
ソ
ヴ
ヱ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
」
の
最
初
の
草
稿
』
、
全
集
、
第
二
七
巻
、
二
一
〇
－
二
一
一
ぺ
ー
ジ
。

　
（
ｕ
）
　
＞
．
「
．
＞
『
国
＝
ｑ
ｏ
『
曽
戸
　
宍
．
＞
．
雰
『
ｏ
匡
＝
◎
国
ｏ
宍
葭
芦
　
＞
．
「
．
「
ｏ
與
＝
ｑ
ｏ
ｏ
「
．
Ｏ
＝
ｏ
弓
¢
；
国
…
ｏ
芦
ｏ
自
ｏ
郵
＝
與
ｏ
ｏ
員
匡
◎
１
ｋ
０
０
０
■
鐵
ｏ
弓
団
ｏ
彗
｛
◎
『
◎
目
自
串
量
勺
◎
困
與
．

　
　
　
…
ぎ
、
峯
匡
ｏ
亭
、
一
岩
ｓ
『
．
一
〇
暑
．
ｏ
ｏ
閉
．

　
（
１
３
）
　
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
「
玩
代
資
本
主
義
と
階
級
闘
争
」
、
　
『
科
学
と
思
想
』
、
第
二
一
号
、
一
九
七
六
年
七
月
、
一
〇
三
ぺ
ー
ジ
。



（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

　
軍
「
・
＞
曾
畠
亭
串
ま
ｋ
…
ｏ
ｏ
着
召
雪
望
毒
ｏ
ｑ
員
８
富
暑
（
○
亭
胃
ｏ
弓
弓
；
５
「
ｏ
膏
昌
ｇ
畠
彗
竃
）
一
コ
昌
；
轟
違
↓
」
塞
◎
・
「
．
一

ｓ
ｐ
旨
卜

　
＜
目
層
雪
望
毒
８
…
彗
弓
畠
帝
冥
…
弓
◎
竃
困
◎
暮
富
…
．
雰
宅
◎
量
弓
ｏ
君
ｓ
匡
弓
雪
く
畠
彗
一
岩
富
『
．
一
８
勺
．
富
－
ミ

＝
・
工
・
「
召
月
夷
９
０
ｑ
月
８
畠
ｏ
…
毒
曾
℃
事
；
弓
富
鳥
彗
曽
弓
◎
轟
呂
葛
冨
◎
三
｛
◎
９
ｏ
事
’
胃
８
召
羊
ｏ
冨
潟
毒
彗
ｏ
８
Ｆ

目
勺
ｏ
骨
畠
レ
胃
一
宕
富
『
．
一
〇
暑
．
爵
．

三
　
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
企
業
間
連
関
の
制
御
と
集
権
お
よ
び
分
権

　
杜
会
主
義
経
済
管
理
組
織
に
お
げ
る
集
権
と
分
権
の
有
機
的
結
合
が
問
題
に
な
る
の
は
、
一
般
的
に
い
え
ぼ
、
ソ
連
数
理
経
済
学

の
中
心
的
存
在
で
あ
る
フ
ェ
ド
レ
ソ
コ
が
最
適
経
済
機
能
シ
ス
テ
ム
の
構
成
に
関
連
し
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
杜
会
主
義
経

済
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
複
雑
性
の
ゆ
え
に
、
管
理
の
完
全
な
厳
し
い
集
権
と
い
う
条
件
の
も
と
で
発
展
す
る
こ
と
は
客
観
的
に
で
き

　
、
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

な
し
　
経
済
決
定
の
採
択
に
。
お
げ
る
自
動
性
と
分
権
の
要
素
は
杜
会
的
生
産
管
理
機
構
の
不
可
分
の
部
分
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

杜
会
主
義
経
済
の
よ
う
な
複
雑
な
大
規
模
シ
ス
テ
ム
の
共
同
的
で
意
識
的
・
計
画
的
な
制
御
に
１
は
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
機
能
の
統
一

的
な
制
御
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
中
央
上
位
機
関
へ
の
権
限
集
中
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
他
方
こ
の
よ
う
な
大
規
模
シ
ス
テ
ム
に
特

有
な
多
元
的
な
重
層
構
造
と
処
理
さ
れ
る
べ
き
膨
大
な
情
報
量
と
が
完
全
な
集
権
の
可
能
性
を
排
除
し
て
、
下
位
組
織
単
位
へ
の
権

限
分
散
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
自
動
的
制
御
の
必
要
性
を
観
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
組
織
に
お
い
て
は
集
権
と
分
権
の
適
切
な
結
合
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
わ
げ
で
あ
る
が
、
そ

の
ぼ
あ
い
一
方
で
は
、
国
民
経
済
全
体
の
発
展
経
路
や
発
展
速
度
、
諸
部
門
問
の
っ
り
あ
い
、
そ
の
他
の
マ
ク
ロ
の
決
定
が
も
っ
ぱ

ら
中
央
上
位
機
関
の
権
限
に
属
す
べ
き
こ
と
、
他
方
で
は
、
個
々
の
杜
会
成
員
の
共
同
労
働
へ
の
参
加
お
よ
び
消
費
生
活
に
１
関
す
る

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
四
七
　
（
二
五
一
）
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四
八
　
（
二
五
二
）

選
択
が
個
人
の
自
由
な
意
思
決
定
に
。
よ
る
べ
き
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
権
と
分
権
の
結
合
に
お
け
る
基
本
的
な

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
杜
会
的
生
産
の
基
礎
組
織
単
位
と
し
て
の
企
業
の
段
階
に
お
げ
る
、
、
、
ク
ロ
の
決
定

相
互
の
間
、
マ
ク
ロ
の
決
定
と
企
業
に
よ
る
ミ
ク
ロ
の
決
定
と
の
問
、
さ
ら
に
は
労
働
と
消
費
生
活
に
か
か
わ
る
個
人
の
、
、
、
ク
ロ
の

経
済
的
意
思
決
定
と
企
業
に
よ
る
ミ
ク
ロ
の
決
定
と
の
間
の
整
合
性
を
、
効
果
的
に
保
持
し
う
る
よ
う
な
集
権
と
分
権
の
結
合
を
見

出
す
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
杜
会
主
義
の
も
と
に
お
い
て
も
、
杜
会
的
生
産
の
基
礎
組
織
単
位
と
し

て
の
企
業
内
部
の
連
関
は
企
業
に
お
げ
る
「
生
産
手
段
の
集
積
を
前
提
」
す
る
が
、
企
業
問
の
連
関
は
個
々
の
企
業
へ
の
「
生
産
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

段
の
分
散
を
前
提
し
て
い
る
」
こ
と
（
た
だ
し
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
は
生
産
主
段
の
分
散
は
そ
の
私
的
所
有
を
意
味
し
な
い
が
）
、
こ
の
点

で
両
者
の
問
に
は
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
企
業
内
連
関
は
、
機
械
体
系
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
労
働
手
段
の
集
積
を
前
提
す
る
工
場
内
部
の
協
業
と
分
業
に
と
も
な
う
連
関

で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
　
「
労
働
過
程
の
協
業
的
性
格
は
…
…
労
働
手
段
そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
命
畦
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

れ
た
技
術
的
必
然
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
直
接
そ
の
技
術
的
基
盤
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
直
接
的
生
産
過
程
の
連
関
で
あ
る
。

っ
ま
り
、
企
業
内
連
関
は
労
働
手
段
の
運
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
技
術
的
必
然
を
直
接
内
蔵
し
て
い
る
わ
げ
で
、
レ
ー
ニ
ソ
が
強

調
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
機
械
制
大
工
業
　
　
す
た
わ
ち
、
杜
会
主
義
の
物
質
的
・
生
産
的
源
泉
で
あ
り
、
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

礎
で
あ
る
も
の
　
　
が
、
数
百
、
数
千
、
数
万
の
人
六
の
共
同
作
業
を
指
導
す
る
意
志
の
、
無
条
件
的
た
、
最
も
厳
格
な
統
一
を
要

　
（
２
０
）

求
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
内
連
関
の
組
織
と
調
整
は
、
技
術
的
必
然
性
を
も
っ
た
こ
の

要
求
が
み
た
さ
れ
る
よ
う
な
形
態
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
の
点
で
の
共
同
労
働
者
た
ち
あ
る
い
は
そ
の
集
団
の
創
意

や
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
の
発
揮
を
刺
激
す
べ
き
杜
会
主
義
的
な
競
争
機
構
に
っ
い
て
も
同
様
で
、
こ
の
機
構
は
杜
会
主
義
競
争
の
運
動
や



賃
金
・
報
奨
制
度
の
な
か
に
も
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
企
業
問
連
関
は
、
生
産
手
段
の
分
散
を
前
提
す
る
杜
会
内
分
業
に
と
も
な
う
連
関
で
あ
っ
て
、
生
産
物
の
供
給

．
入
手
の
関
係
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
交
換
過
程
の
運
関
が
そ
の
根
幹
を
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
労
働
手
段
の
運
動
に
よ
っ
て

観
定
さ
れ
る
技
術
的
必
然
を
直
接
内
蔵
し
て
は
い
な
い
し
、
協
業
関
係
に
あ
る
個
々
の
企
業
の
意
思
決
定
の
問
に
、
企
業
内
連
関
の

ぱ
あ
い
の
よ
う
な
「
厳
格
な
統
二
が
要
求
さ
れ
る
わ
げ
で
は
な
い
。
企
業
問
連
関
の
組
織
と
調
整
に
お
い
て
一
般
的
・
技
術
的
に

要
求
さ
れ
る
の
は
、
先
に
一
．
冒
及
し
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
ミ
ク
ロ
の
決
定
の
間
、
お
よ
び
マ
ク
ロ
の
決
定
と
ミ
ク
ロ
の
決
定
と
の
間

の
整
合
性
の
保
持
で
あ
り
、
個
々
の
杜
会
成
員
と
杜
会
の
不
生
産
的
消
費
の
欲
求
、
お
よ
び
個
々
の
企
業
と
杜
会
の
生
産
的
消
費
の

欲
求
の
総
体
か
ら
な
る
杜
会
的
欲
求
が
過
不
足
な
く
充
足
さ
れ
る
よ
う
な
、
各
生
産
物
に
た
い
す
る
需
給
関
係
の
垣
常
的
た
形
成
と

調
整
で
あ
る
。
そ
の
ぼ
あ
い
、
杜
会
主
義
的
な
企
業
問
連
関
の
制
御
機
構
は
、
全
杜
会
成
員
の
物
質
的
・
文
化
的
欲
求
の
発
展
お
よ

び
充
足
に
導
く
よ
う
な
、
多
面
的
で
高
度
な
消
費
需
要
の
形
成
と
企
業
活
動
上
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
の
発
揮
を
十
分
に
刺
激
す
る
に
た

る
、
杜
会
主
義
的
な
競
争
機
構
を
内
蔵
し
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
機
構
は
体
制
上
の
経
済
昂
主
主

義
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
競
争
機
構
を
内
蔵
す
る
企
業
聞
連
関
の
制
御
機
構
は
、
杜
会
的
生
産
の
自
然
発
生
的
制
御
を
前
提
す
る
わ
げ
で
は
な

く
、
計
画
的
制
御
機
構
の
有
機
的
構
成
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
企
業
の
自
主
的
意
思
決
定
に
も
と
づ
い
て
い
わ

ぱ
自
動
的
に
生
産
刺
激
機
能
を
は
た
す
か
ぎ
り
で
は
、
商
品
生
産
的
市
場
機
構
の
も
っ
自
動
的
制
御
機
能
と
共
通
点
を
も
っ
て
い
る

わ
げ
で
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
機
構
は
以
上
の
よ
う
在
企
業
問
連
関
の
制
御
機
構
に
見
合
う
分
権
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
・
し
ば

し
ば
「
商
品
．
貨
幣
的
諸
関
係
」
、
あ
る
い
は
そ
の
利
用
に
も
と
づ
く
「
経
済
的
刺
激
機
構
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
う
し
た
制
御
機
構

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
四
九
（
二
五
三
）
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の
必
要
性
は
、
共
産
主
義
の
高
い
段
階
に
も
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
「
商
品
．
貨
幣
的
諸
関
係
」

な
い
し
は
「
経
済
的
刺
激
機
構
」
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
旧
杜
会
の
母
斑
で
は
な
い
。
杜
会
主
義
の
も
と
に
お
げ
る
こ
の
企
業
間
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

関
の
制
御
機
構
が
共
産
主
義
の
高
い
段
階
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
上
述
の
よ
う
狂
生
産
手
段
の
分
散
お
よ
び
企
業
の
自
主
性

が
私
的
所
有
に
も
ど
づ
い
て
互
い
に
独
立
に
営
ま
れ
る
私
的
労
働
の
母
斑
を
く
っ
つ
げ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
企
業
が
相
対
的
分

立
性
を
お
び
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
企
業
間
連
関
の
制
御
機
構
と
そ

れ
に
組
込
ま
れ
た
競
争
機
構
は
、
商
品
生
産
的
市
場
機
構
の
自
然
発
生
的
・
自
由
競
争
的
作
用
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
分
権
の

母
斑
を
・
し
た
が
っ
て
差
、
そ
れ
ら
の
杜
会
・
経
済
的
諸
帰
結
を
も
あ
る
穫
内
蔵
し
た
も
の
に
奮
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
周
知
の
よ
う
に
・
マ
ル
ク
ス
と
一
ソ
ゲ
ル
ス
に
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
上
述
の
よ
う
茎
業
問
連
関
の
制
御
機
構
の
必
要
性

し
に
つ
い
て
竈
示
窪
指
摘
窪
い
。
彼
ら
は
、
本
稿
冒
頭
で
引
用
し
た
マ
ル
ク
ス
の
命
題
裏
明
さ
れ
て
い
る
よ
忌
、
生
産
手

段
の
杜
会
的
所
有
の
確
立
と
と
芝
、
商
品
生
産
的
市
場
機
篶
よ
る
杜
会
的
生
産
の
無
政
府
的
空
冒
的
．
自
然
発
生
的
制
御
は
、

統
一
的
な
意
識
的
．
計
画
的
制
御
に
と
一
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
を
基
本
点
で
予
見
し
え
た
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

佐
藤
経
明
氏
は
・
「
一
ル
ク
ス
の
杜
会
主
義
－
－
・
は
、
生
産
手
段
を
杜
会
化
し
た
な
凄
、
杜
会
的
総
労
働
配
分
の
蓄
一
、
糸
、
、
一
、
一

の
意
識
的
制
御
が
可
能
に
君
・
杜
会
全
体
を
一
ひ
と
っ
の
工
場
一
の
よ
乏
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
潅
る
、
と
い
う
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

定
を
含
ん
で
い
る
・
こ
の
点
マ
ル
ク
ス
は
、
将
来
杜
会
に
淳
る
雲
緊
業
の
意
識
的
．
計
画
的
姦
制
を
、
工
場
内
分
業
の
計

画
窺
制
の
三
六
で
と
ら
え
て
い
た
と
亨
疋
て
よ
い
だ
ろ
う
一
と
述
べ
て
為
。
一
ル
ク
ス
の
杜
会
主
義
祭
、
杜
会
的
生

産
の
制
御
方
法
の
原
理
的
類
型
の
点
で
、
工
場
内
分
業
の
計
画
的
制
御
の
延
長
線
走
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る

　
か
ぎ
り
で
は
・
佐
藤
氏
の
指
摘
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
し
、
マ
ル
ク
ス
の
非
商
品
生
産
的
杜
会
主
義
像
と
現
実
の
杜
会
主
義
と
の



間
の
距
離
に
つ
い
て
の
氏
の
問
題
提
起
に
は
、
同
意
す
べ
き
点
が
多
々
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
マ
ル
ク
ス
や
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
、
佐
藤
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
点
に
つ
い
て
の
原
理
的
で
抽
象
的
な
杜
会
主
義

像
以
上
の
も
の
を
提
示
し
う
る
歴
史
的
時
代
に
生
き
た
わ
げ
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
た
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
佐
藤
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

「
ソ
連
で
実
施
さ
れ
た
集
権
的
計
画
化
の
根
底
に
あ
っ
た
の
も
、
こ
の
思
想
だ
っ
た
」
と
し
て
、
右
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
工
場
内
分
業

の
計
画
的
制
御
と
い
お
ぼ
イ
コ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
同
質
か
つ
同
程
度
に
集
権
的
な
杜
会
的
生
産
の
管
理
組
織
の
あ
り
方
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

マ
ル
ク
ス
が
予
定
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
生
産
手
段
の
国
民
的
集
中
は
、
合
理
的
な

共
同
計
画
に
従
っ
て
意
識
的
に
行
動
す
る
、
自
由
で
平
等
な
生
産
者
た
ち
の
諸
協
同
組
合
か
ら
な
る
一
杜
会
の
自
然
的
基
礎
と
な
る

　
　
　
（
２
３
）

で
あ
ろ
う
」
と
記
し
て
お
り
、
生
産
手
段
の
全
杜
会
に
ょ
る
共
同
所
有
を
基
礎
と
す
る
よ
う
な
共
同
労
働
者
た
ち
の
協
同
組
合
的
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

業
の
形
成
と
い
う
こ
の
思
想
は
、
彼
自
身
お
よ
び
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
他
の
著
作
の
な
か
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

杜
会
主
義
杜
会
に
お
げ
る
杜
会
的
生
産
の
計
画
的
制
御
が
、
分
権
的
な
経
済
管
理
組
織
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
原
理
的
な
杜
会
主
義
像
を
経
済
管
理
組
織
の
高
度
に
集
権
的
な
あ
り
方
の
予
見
と
直
結
し

よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
に
は
、
あ
ま
り
根
斑
が
な
い
。

　
ま
た
マ
ル
ク
ス
に
ぼ
、
　
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
解
消
し
た
後
に
も
、
杜
会
的
生
産
が
保
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
価
値
規
定
は
、

労
働
時
問
の
観
制
や
い
ろ
い
ろ
な
生
産
群
の
あ
い
だ
へ
の
杜
会
的
労
働
の
配
分
、
最
後
に
そ
れ
に
関
す
る
簿
記
が
以
前
よ
り
も
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

そ
う
重
要
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
、
や
は
り
有
力
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
命
題
が
あ
る
。
彼
は
資
本
主

義
の
も
と
で
の
杜
会
内
分
業
を
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
的
分
業
に
対
置
し
て
論
じ
た
さ
い
、
　
「
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
で
は
比
例
数

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
五
一
　
（
二
五
五
）
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五
二
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二
五
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ま
た
は
比
例
関
係
の
鉄
則
が
一
定
の
労
働
者
群
を
一
定
の
機
能
の
も
と
に
包
摂
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ

な
杜
会
的
労
働
部
門
の
あ
い
だ
へ
の
商
品
生
産
者
と
彼
ら
の
生
産
手
段
と
の
配
分
で
は
…
…
杜
会
が
自
分
の
処
理
し
う
る
労
働
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

の
全
体
の
う
ち
か
ら
ど
れ
だ
げ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
商
品
種
類
の
生
産
に
支
出
し
う
る
か
を
、
商
品
の
価
値
法
則
が
決
定
す
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
消
減
後
も
作
用
す
る
「
価
値
観
定
」
が
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ

ァ
に
お
げ
る
「
比
例
性
の
鉄
則
」
と
同
じ
も
の
と
は
考
え
ら
れ
汝
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
　
「
商
品
の
価
値
法
則
」
に
ふ
く
ま
れ
る
歴

史
貫
通
的
な
杜
会
的
労
働
配
分
の
一
般
的
機
能
を
含
意
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
ー
マ
ル
ク
ス
や
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
、
商

品
生
産
に
お
げ
る
杜
会
的
生
産
の
盲
目
的
・
自
然
発
生
的
制
御
と
杜
会
的
労
働
の
間
接
的
・
事
後
的
配
分
の
原
理
に
、
杜
会
主
義
経

済
に
お
げ
る
杜
会
的
生
産
の
意
識
的
・
計
画
的
制
御
と
杜
会
的
労
働
の
直
接
的
・
事
前
的
配
分
と
い
う
、
根
本
的
に
別
種
の
原
理
を

対
置
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
こ
の
杜
会
主
義
経
済
の
計
画
的
制
御
が
、
ど
の
程
度
に
集
権
的
あ
る
い

は
分
権
的
な
管
理
組
織
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
彼
ら
の
考
察
の
直
接
の
対
象
に
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
組
織
に
お
げ
る
集
権
と
分
権
の
有
機
的
結
合
の
必
要
性
は
、
一
般
的
に
は
、
こ

の
組
織
の
情
報
処
理
機
能
一
般
の
次
元
に
属
す
る
技
術
的
要
因
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
生
産
手
段
の
分

散
を
前
提
す
る
企
業
問
協
業
に
お
げ
る
技
術
的
要
因
、
お
よ
び
共
同
労
働
者
た
ち
や
そ
の
集
団
と
し
て
の
企
業
の
自
主
性
、
あ
る
い

は
そ
の
欲
求
の
多
面
性
と
い
っ
た
杜
会
・
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
、
観
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
．
経
済
管
理
組
織
の
極
端
な
集
権
化

は
、
企
業
間
連
関
の
制
御
機
構
の
も
っ
べ
き
前
述
の
よ
う
な
い
わ
ば
自
動
的
な
生
産
刺
激
機
能
を
い
ち
じ
る
し
く
制
約
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
共
同
労
働
者
た
ち
や
そ
の
集
団
と
し
て
の
企
業
の
自
主
性
、
あ
る
い
は
そ
の
利
害
や
要
求
や
創
意
の
正
常
な
発
現
の
前
提



条
件
を
奪
う
結
果
に
導
く
。
こ
の
こ
、
と
は
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
展
開
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。
他
方
、
商
品

生
産
的
市
場
機
構
と
事
実
上
変
ら
な
い
よ
う
な
完
全
な
分
権
化
は
、
企
業
問
連
関
の
制
御
機
構
の
諸
機
能
の
自
然
発
生
的
・
自
由
競

争
的
作
用
を
全
面
的
に
許
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
杜
会
的
生
産
の
計
画
的
制
御
を
破
壌
す
る
と
と
も
に
、
共
同
労
働
者
問
お
よ
び

企
業
問
に
商
品
生
産
的
生
産
様
式
に
お
げ
る
階
層
分
化
と
同
種
の
分
化
効
果
を
も
た
ら
す
。
こ
の
こ
と
が
経
済
民
主
主
義
の
展
開
の

阻
害
を
意
味
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
組
織
に
お
げ
る
集
権
と
分
権
の
適
切
な
結
合

は
、
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
実
体
的
展
開
の
必
要
条
件
を
な
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
杜
会
主
義
経
済
管
理
組
織
に
お
げ
る
集
権
と
分
権
の
結
合
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
経
済
管
理
機

構
が
効
果
的
に
機
能
し
う
る
か
ど
う
か
、
内
容
上
お
よ
び
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
実
体
化
が
十
分
に
は
か
ら
れ
う
る
か

ど
う
か
、
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
問
題
は
す
ぐ
れ
て
具
体
的
な
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、

集
権
と
分
権
の
結
合
の
適
切
さ
の
一
般
的
基
準
と
し
て
、
少
な
く
と
も
以
下
の
三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
一
）
全
杜
会
成
員
の
全
面
的
発
達
と
福
利
の
増
大
へ
の
展
望
を
も
つ
よ
う
な
、
つ
り
あ
い
の
と
れ
た
総
合
的
で
効
率
的
た
経
済
の
計

画
的
発
展
が
十
分
に
刺
激
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
杜
会
主
義
的
な
競
争
機
構
が
よ
く
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
、
（
二
）
生
産
と
消
費
に
お

げ
る
杜
会
成
員
間
の
基
本
的
平
等
と
労
働
に
応
じ
た
分
配
原
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
民
主
的
権
利
が
、
十
分
に
保
護
さ
れ
現
実
化

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
（
三
）
杜
会
成
員
自
身
の
手
に
１
よ
る
経
済
の
自
主
的
管
理
の
実
体
的
展
開
を
保
障
し
え
て
い
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
内
容
上
あ
る
い
は
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
基
本
的
内
容
に
か
か
わ
る
基
準
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
従
来
の
ソ
連
型
の
極
度
に
集
権
的
な
経
済
管
理
組
織
は
、
総
合
的
で
効
率
的
な
経
済
発
展
で
は
な
く
、
重

工
業
優
先
主
義
と
よ
べ
る
ほ
ど
の
む
し
ろ
破
行
的
で
粗
放
的
な
経
済
発
展
戦
略
と
結
び
っ
い
て
い
た
し
、
ま
た
自
主
的
管
理
な
い
し

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
垂
二
　
（
二
五
七
）
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は
共
同
労
働
者
た
ち
の
大
衆
的
管
理
参
加
の
実
体
的
展
開
を
制
約
す
る
よ
う
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
．
は
た

し
か
に
、
多
分
に
そ
れ
相
応
の
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
客
観
的
に
条
件
づ
げ
ら
れ
た
機
構
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
形
成
時
点
に
お
い
て

は
事
実
上
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
選
択
可
能
な
集
権
と
分
権
の
組
合
わ
せ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
機
構
が
広
範
な
一

般
的
妥
当
性
を
も
っ
た
典
型
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
、
今
目
で
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
ア
ガ
ン
ベ
ギ
ャ
ソ
ら

は
先
に
言
及
し
た
著
作
の
汰
か
で
、
従
来
の
ソ
連
型
経
済
管
理
機
構
を
念
頭
に
お
い
て
、
　
「
厳
し
い
集
権
制
シ
ス
テ
ム
」
は
民
主
集

中
制
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
し
て
こ
れ
を
退
げ
る
と
と
も
に
、
　
「
基
本
的
に
『
市
場
』
に
よ
る
制
御
方
法
を
と
る
シ
ス
テ
ム
」
に

っ
い
て
も
、
全
人
民
的
所
有
が
経
済
的
に
自
己
を
実
玩
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
、
物
価
騰
貴
や
失
業
、
さ
ら
に
は
杜
会
成
員
の
所

得
格
差
の
拡
大
に
不
可
避
的
に
導
く
も
の
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
す
る
立
場
か
ら
、
　
「
価
格
、
財
務
上
お
べ
び
金
融
上
の
諾
条
件
の
集

権
的
観
制
と
い
う
方
法
」
以
外
に
は
、
企
業
次
元
で
の
ミ
ク
ロ
の
決
定
に
た
い
す
る
集
権
的
制
御
を
い
っ
さ
い
お
こ
な
わ
な
い
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
７
）

な
管
理
機
構
の
提
唱
に
た
い
し
て
、
そ
の
有
効
性
を
否
定
し
て
い
る
。

　
杜
会
主
義
経
済
管
理
組
織
に
お
げ
る
集
権
と
分
権
の
結
合
の
モ
デ
ル
は
、
お
そ
ら
く
右
の
二
つ
の
両
極
間
の
か
な
り
広
い
幅
を
も

っ
た
許
容
域
で
、
具
体
的
条
件
に
た
い
す
る
適
合
性
に
も
と
づ
い
て
選
択
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
集
権
と

分
権
の
結
合
の
適
切
さ
の
上
述
の
基
準
が
す
べ
て
十
分
に
み
た
さ
れ
る
よ
う
な
組
合
わ
せ
が
、
ど
の
よ
う
た
歴
史
的
条
件
の
も
と
で

も
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
は
右
の
選
択
の
許
容
域
は
従
来
の
極
度
に
集
権
的
な
ソ
連
型
機

構
を
歴
史
上
ふ
く
む
こ
と
に
な
っ
た
し
、
逆
に
こ
れ
に
対
極
的
な
き
わ
め
て
分
権
的
な
機
構
も
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
う
る
。
ユ
ー
ゴ
型

の
市
場
杜
会
主
義
的
機
構
は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般

的
妥
当
性
を
そ
た
え
た
集
権
と
分
権
の
結
合
の
追
求
の
間
題
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
実
体
的
展
開
の



重
要
な
問
題
と
し
て
や
は
り
残
る
の
で
あ
る
。

一
Ｗ
一
平
Ｐ
喜
。
Ｏ
彗
§
○
萎
Ｏ
き
罵
彗
彗
；
…
毫
董
§
書
套
。
…
葛
国
、
匡
曽
。
界
。
、
、
。
竃
、
、
、
、
、
・
、
工
與
ｋ
、
、
四
、
．
・
奏
フ

　
　
　
９
ｐ
§

　
（
１
８
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
、
第
一
巻
、
マ
ル
・
ニ
ソ
全
集
、
第
二
三
巻
ａ
、
四
六
五
べ
ー
ジ
。

　
（
１
９
）
　
前
掲
書
、
五
〇
三
ぺ
ー
ジ
。

　
（
２
０
）
　
レ
ー
ニ
ン
『
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
』
、
全
集
、
第
二
七
巻
、
二
七
一
べ
－
ジ
。
、
で
レ
ー
ニ
ソ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
機

　
　
．
械
制
工
場
・
っ
ま
り
企
業
段
階
に
お
げ
る
「
共
同
作
業
を
指
導
す
る
意
志
の
統
一
」
で
あ
っ
て
、
国
民
経
済
全
体
の
管
理
に
っ
い
て
こ
の
よ

　
　
　
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
ｏ
点
に
関
連
す
る
企
業
の
管
理
責
任
者
の
単
独
処
理
権
限
と
、
共
同
労
働
老
た
ち
の
大
衆

　
　
　
的
な
自
主
的
管
理
活
動
と
の
関
係
の
問
題
に
っ
い
て
は
次
節
で
論
ず
る
。

　
（
２
１
）
佐
藤
経
明
『
現
代
の
杜
会
主
義
経
済
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
二
一
ぺ
－
ジ
。

　
（
２
２
）
　
前
掲
書
、
一
三
ぺ
－
ジ
。

　
（
２
３
）
　
マ
ル
ク
ス
『
土
地
の
国
有
化
に
つ
い
て
』
、
マ
ル
・
ニ
ン
全
集
、
第
一
八
巻
、
五
五
べ
－
ジ
。

　
（
２
４
）
　
マ
ル
ク
ス
や
エ
ソ
ゲ
ル
ス
の
こ
の
思
想
に
っ
い
て
は
、
角
谷
登
志
雄
氏
の
論
文
『
共
産
主
義
的
所
有
と
管
理
．
組
織
－
科
学
的
杜
会
主
義
－

　
　
　
の
古
典
に
お
げ
る
諸
規
定
と
そ
の
展
開
－
－
』
で
分
析
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
　
（
小
野
一
郎
．
篠
原
三
郎
編
『
杜
会
主
義
的
所
有
と
管

　
　
　
理
』
、
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
、
所
収
、
三
三
－
三
五
ぺ
－
ジ
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
）

　
（
２
５
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
、
第
三
巻
、
マ
ル
・
エ
ソ
全
集
、
第
二
五
巻
ｂ
、
一
〇
九
〇
ぺ
ー
ジ
。

　
（
２
６
）
前
掲
書
、
第
一
巻
、
マ
ル
・
エ
ソ
全
集
、
第
二
三
巻
ａ
、
四
六
五
－
四
六
六
ぺ
ー
ジ
。

　
一
〃
）
戸
「
妾
争
冨
＝
掌
Ｏ
弓
嚢
；
婁
註
暑
・
ト
雪
－
嚢
暮
罵
毒
８
量
彗
君
困
団
、
、
匡
曽
二
弓
Ｐ
・
。
。
。
．
。
。
ｏ
・

四
　
杜
会
主
義
経
済
の
管
理
主
体
と
自
主
的
お
よ
び
専
門
的
．
国
家
的
管
理

杜
会
主
義
経
済
に
お
げ
る
体
制
上
の
民
主
主
義
に
と
ー
っ
て
、
上
述
の
よ
う
な
集
権
と
分
権
の
適
切
次
結
合
が
そ
の
実
体
的
展
開
の

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
五
五
　
（
二
五
九
）
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五
六
　
（
二
六
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必
要
条
件
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
十
分
条
件
を
な
す
の
は
、
杜
会
主
義
経
済
の
本
源
的
な
管
理
主
体
と
し
て
の
共
同
所
有
者

。
共
同
労
働
者
自
身
、
つ
ま
り
国
民
み
ず
か
ら
の
手
に
よ
る
自
主
的
管
理
の
広
範
な
展
開
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
経
済
運
営
に
お
げ

る
国
民
主
権
の
原
則
は
、
こ
の
条
件
が
完
全
に
み
た
さ
れ
る
と
き
十
全
な
内
容
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
ほ
か
た
ら
ぬ
こ
の
点
に
お
い
て
、
杜
会
主
義
杜
会
は
共
産
主
義
の
高
次
の
段
階
と
は
こ
と
な
る
固
有
の
問
題
を
抱
え
て
い

る
。
レ
ー
ニ
ソ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
資
本
主
義
の
発
展
は
」
人
々
の
知
識
や
能
カ
の
点
で
、
「
『
す
べ
て
の
人
』
が
ほ
ん
と
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
国
家
の
統
治
に
参
加
で
き
る
前
提
条
件
を
っ
く
り
だ
す
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
基
盤
の
う
え
で
、
　
「
杜
会
主
義
か
ら
い
ひ
か
心
杜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

会
生
活
と
個
人
生
活
の
す
べ
て
の
分
野
で
、
住
民
の
大
多
数
が
参
加
し
、
つ
い
で
全
住
民
が
参
加
し
て
行
わ
れ
る
急
遠
な
、
ほ
ん
と

う
の
、
真
に
大
衆
的
な
運
動
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
」
と
は
い
え
、
　
「
杜
会
の
全
成
員
、
す
く
匁
く
と
も
そ
の
圧
倒
的
多
数
が
、
申

、
　
　
　
、

分
で
国
家
を
統
治
す
る
こ
と
を
ま
な
び
、
こ
の
仕
事
を
そ
の
手
に
ひ
き
う
げ
」
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
「
か
小
ズ
小
ル
が
杜
会
臥

生
産
を
自
主
的
に
管
理
す
る
こ
と
を
ま
な
び
、
ま
た
実
際
に
こ
れ
を
管
理
し
、
記
帳
を
自
主
的
に
」
お
こ
な
う
よ
う
に
な
る
に
は
・

共
産
主
義
の
高
い
段
階
に
い
た
る
杜
会
主
義
の
全
期
問
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
払
硝
◎

　
し
た
が
っ
イ
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
は
、
経
済
と
杜
会
の
共
同
管
理
の
主
体
は
以
下
の
二
つ
の
次
元
に
お
げ
る
二
重
性
を
も
つ
こ

と
に
た
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
杜
会
主
義
経
済
お
よ
び
杜
会
。
の
管
理
は
、
共
同
所
有
者
・
共
同
労
働
者
に
よ
る
大
衆
的
・
自
主
的

管
理
と
し
て
の
本
質
的
性
格
、
お
よ
び
そ
の
機
構
上
の
契
機
を
内
蔵
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
で
は
職
能
と
し
て
管
理
に
従
事
す

る
管
理
要
員
層
に
よ
る
専
門
的
管
理
の
機
構
が
な
お
多
分
に
主
導
的
な
役
割
を
は
た
す
、
と
い
う
点
で
二
重
性
を
も
っ
て
い
る
。
共

同
管
理
の
主
体
に
お
げ
る
大
衆
的
・
自
主
的
管
理
と
職
能
的
・
専
門
的
管
理
と
の
こ
の
二
重
性
は
、
杜
会
主
義
杜
会
に
お
い
て
は
、

共
産
主
義
の
高
い
段
階
と
は
こ
と
な
り
、
　
「
個
人
が
分
業
に
奴
隷
的
に
従
属
す
る
」
状
態
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
　
「
そ
れ
と
と
も
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

精
神
労
働
と
肉
体
労
働
と
の
対
立
」
が
な
お
消
滅
を
と
げ
て
い
た
い
こ
と
に
、
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
同
所
有
・
共
同

労
働
．
共
同
管
理
の
関
係
に
お
い
て
、
専
門
的
な
知
識
や
能
力
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
管
理
機
能
が
一
定
の
分
離
性
を
も
つ
こ
と
を

意
味
す
る
し
、
そ
こ
で
は
、
共
同
労
働
に
お
げ
る
分
業
の
一
環
と
し
て
精
神
労
働
の
一
形
態
で
あ
る
管
理
労
働
に
専
門
的
に
従
事
す

る
人
々
と
、
他
の
共
同
労
働
者
た
ち
と
の
問
に
右
の
対
立
の
母
斑
が
残
存
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
専
門
的

管
理
要
員
層
は
共
同
所
有
者
．
共
同
労
働
老
と
し
て
共
同
管
理
の
利
害
と
目
的
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
、
共
同
労
働
者
の
他
の
部
分

と
の
間
に
非
和
解
的
．
階
級
的
矛
盾
は
存
在
し
な
い
が
、
専
門
的
管
理
要
員
層
に
よ
る
共
同
労
働
の
指
揮
・
監
督
・
媒
介
機
能
の
職

能
的
遂
行
が
、
職
能
上
の
狭
い
独
自
的
な
利
害
や
目
的
に
由
来
す
る
他
の
共
同
労
働
者
た
ち
と
の
問
の
あ
る
種
の
矛
盾
を
、
内
蔵
し

て
い
る
こ
と
は
見
逃
し
え
な
い
。
こ
の
矛
盾
は
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
官
僚
主
義
の
発
生
の
潜
在
的
源
泉
を
形
成
す
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
第
二
に
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
経
済
と
杜
会
の
管
理
は
、
杜
会
成
員
自
身
に
よ
る
杜
会
の
統
治
、
す
た
わ
ち
旨
治
的
・
自
主
的

管
理
と
し
て
の
本
質
的
性
格
お
よ
び
そ
の
機
構
上
の
契
機
を
内
蔵
し
て
い
る
が
、
他
方
で
労
働
者
階
級
の
政
治
的
支
配
の
機
関
で
あ

る
杜
会
主
義
国
家
が
決
定
的
な
役
割
を
は
た
す
、
と
い
う
点
で
二
重
性
を
も
っ
て
い
る
。
共
同
管
理
の
主
体
に
お
げ
る
自
治
的
・
自

主
的
管
理
と
階
級
的
．
国
家
的
管
理
と
の
こ
の
二
重
性
は
、
基
本
的
に
は
っ
ぎ
の
二
っ
の
事
情
に
由
来
す
る
。
一
っ
は
、
杜
会
主
義

の
も
と
で
は
労
働
に
応
じ
た
分
配
原
則
が
作
用
し
、
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
内
容
上
の
経
済
民
主
主
義
の
一
般
的
基
準
で
も
あ

る
が
、
こ
の
原
則
の
適
用
は
、
　
「
事
実
上
の
不
平
等
を
是
認
す
る
『
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
権
利
』
が
依
然
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
」
こ

と
を
意
味
す
る
し
、
し
た
が
っ
て
、
　
「
生
産
手
段
の
共
有
を
保
護
し
な
が
ら
、
労
働
の
平
等
と
生
産
物
の
平
等
と
を
保
護
す
る
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）

の
必
要
は
な
お
の
こ
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
杜
会
主
義
杜
会
の
公
的
管
理
機
構
が
あ
る

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
五
七
　
（
二
六
一
）
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種
の
国
家
的
強
制
力
を
も
っ
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ま
一
っ
は
、
少
な
く
と
も
杜
会
主
義
杜
会
の
か
な
り
高
度
の

発
展
段
階
ま
で
は
、
搾
取
関
係
を
と
も
な
う
わ
げ
で
は
な
い
に
せ
よ
階
級
の
区
別
が
お
そ
ら
く
完
全
に
は
消
減
し
な
い
、
と
い
う
事

情
で
あ
ろ
。
こ
の
こ
と
が
、
杜
会
主
義
杜
会
の
公
的
管
理
機
構
に
労
働
者
階
級
の
政
治
的
支
配
の
権
力
機
構
と
し
て
の
性
格
を
与
え

る
の
で
あ
る
。

　
搾
取
関
係
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
階
級
対
立
が
消
滅
す
る
杜
会
主
義
杜
会
で
は
、
国
家
は
「
真
に
全
杜
会
の
代
表
者
と
し
て
現
わ
れ

繍
｝
し
・
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
国
家
的
管
理
そ
の
も
の
が
杜
会
的
自
治
管
理
の
契
機
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
・
う
。

し
か
し
他
方
で
は
、
国
家
的
管
理
は
、
と
く
に
そ
れ
が
「
政
府
機
関
、
す
淀
わ
ち
分
業
に
よ
っ
て
杜
会
か
ら
分
離
し
た
独
自
の
機
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
）

を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
国
家
」
に
よ
る
管
理
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
権
力
執
行
機
能
の
杜
会
的
自
治
か
ら
の
あ
る

種
の
分
離
性
と
そ
れ
に
と
も
な
う
矛
盾
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
た
い
。
こ
の
分
離
性
な
い
し
は
矛
盾
は
、

杜
会
主
義
の
も
と
で
の
官
僚
主
義
の
発
生
の
い
ま
一
つ
の
潜
在
的
源
泉
を
な
す
。
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
国
家
的
管
理
に
ふ
く
ま
れ

る
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
つ
い
て
、
レ
ー
ニ
ソ
以
後
の
ソ
連
で
は
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
た
い
傾
向
が
生
じ
た
Ｌ
、
こ
の
傾
向
は
現
在
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

払
拭
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
前
出
の
経
済
管
理
論
の
テ
キ
ス
ト
は
、
杜
会
主
義
経
済
の
「
管
理
の
主

体
は
杜
会
主
義
国
家
お
工
び
そ
の
諾
機
関
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
杜
会
主
義
杜
会
で
あ
る
。
杜
会
主
義
的
生
産
の
管
理
に
は
勤
労
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

の
杜
会
団
体
が
参
加
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
管
理
主
体
を
国
家
次
い
し
は
そ
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の

杜
会
に
限
定
す
る
傾
向
が
顕
著
で
、
勤
労
者
の
杜
会
団
体
は
管
理
に
「
参
加
す
る
」
ど
規
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
自
治
的

一
自
主
的
管
理
は
副
次
的
位
置
に
お
か
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
た
把
握
は
、
中
央
集
権
ｕ
出
発
点
、
民
主
主
義
１
１
補
完
物
と
す
る
先

に
み
た
よ
う
糞
主
集
中
制
の
覆
と
セ
ッ
ト
に
な
一
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
上
述
の
よ
う
雰
離
性
な
い
し
は



矛
盾
に
つ
い
て
の
認
識
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
レ
ー
ニ
ソ
は
一
九
一
九
年
の
第
八
回
党
大
会
で
、
　
「
全
住
民
が
行
政
に
参
加
す
る
と
き
に
だ
げ
・
わ
れ

わ
れ
は
官
僚
主
義
と
徹
底
的
に
た
た
か
い
、
こ
れ
に
た
い
し
て
完
全
な
勝
利
を
お
さ
め
る
ま
で
た
た
か
う
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を

強
調
し
た
が
、
そ
の
さ
い
、
　
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
共
和
国
で
は
、
こ
れ
は
不
可
能
な
ば
か
り
か
、
決
齢
わ
小
い
小
に
か
小
心
妖
か
ケ
か
心

、
　
　
　
、

い
る
」
の
に
た
い
し
て
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
が
国
に
こ
れ
ら
の
障
害
が
の
こ
ら
な
い
よ
う
に
し
た
が
、
…
・
－
法
律
以
外
に
・
な
お

文
化
水
準
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
…
・
二
」
の
低
い
文
化
水
準
の
た
め
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
は
、
そ
の
綱
領
に
よ
れ
ば
歎
労
春
む
か
か
行

政
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
勤
労
大
衆
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
先
進
層
に
－
よ
る
勤
労
春
小
わ
か
小

行
政
機
関
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
　
「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
当
面
し
て
い
る
任
務
は
、
長
期
の
教
育
に
よ
ら
な
げ
れ
ぼ
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
４
）

決
で
き
な
い
任
務
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
当
時
の
ソ
連
は
資
本
主
義
か
ら
杜
会
主
義
へ
の
過
渡
期
の
初
期
に
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
・

杜
会
主
義
段
階
に
入
っ
て
い
た
わ
げ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
　
「
勤
労
者
に
よ
る
管
理
」
の
広
範
な
展
開
が
、
杜
会
主
義
経
済
お
よ
び

杜
会
の
管
理
に
お
げ
る
体
制
上
の
民
主
主
義
の
実
体
化
に
と
っ
て
核
心
的
位
置
を
し
め
る
と
い
う
点
で
は
、
ま
た
・
杜
会
主
義
国
家

が
「
勤
労
者
の
た
め
の
」
機
関
か
ら
「
勤
労
者
に
よ
る
」
機
関
へ
の
転
化
を
と
げ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
必
要
な
知
識
や
能
カ
・
さ

ら
に
は
杜
会
主
義
的
意
識
の
育
成
を
可
能
に
す
る
よ
う
た
教
育
・
文
化
水
準
の
達
成
と
、
そ
の
た
め
の
か
な
り
長
い
期
問
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
点
で
は
、
右
の
レ
ー
ニ
ソ
の
命
題
は
一
般
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
経
済
と
杜
会
の
管
理
主
体
の
二
重
性
は
、
一
方
に
お
け
る
専
門
的
あ
る
い
は
国
家
的
管
理
と

他
方
に
お
げ
る
大
衆
的
あ
る
い
は
自
治
的
な
自
主
的
管
理
と
の
問
の
、
機
能
の
性
格
お
よ
び
方
法
に
関
す
る
相
違
を
と
も
な
う
・
第

一
の
相
違
は
、
専
門
的
あ
る
い
は
国
家
的
管
理
の
独
自
的
機
能
そ
の
も
の
は
、
分
業
に
も
と
づ
く
管
理
要
員
層
の
職
能
的
機
能
と
し

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
五
九
　
（
二
六
三
）
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て
遂
行
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
自
主
的
管
理
の
機
能
は
杜
会
成
員
の
自
由
意
思
に
も
と
づ
く
自
発
的
行
為
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
と

い
う
違
い
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
前
者
の
機
能
が
法
的
基
準
に
も
と
づ
く
処
理
．
執
行
機
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
固
有
な
命
令

権
や
強
制
力
を
と
も
た
う
の
に
た
い
し
て
、
後
者
の
機
能
は
そ
の
よ
う
な
権
限
を
基
本
的
に
は
ふ
く
ん
で
い
た
い
と
い
う
違
い
で
あ

る
◎
こ
れ
ら
二
点
の
相
違
を
、
ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
と
イ
ワ
ノ
フ
は
労
働
組
合
運
動
の
著
作
の
な
か
で
「
こ
れ
ら
二
つ
の
管
理
形
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

参
加
す
る
人
の
浄
弥
小
愉
瞥
」
に
お
げ
る
違
い
、
お
よ
び
「
機
能
と
そ
の
遂
行
方
法
」
に
お
げ
る
違
い
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
専
門
的
・
国
家
的
管
理
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
た
、
自
主
的
管
理
に
お
げ
る
自
由
意
思
に
も
と
づ
ぺ
自
発
性
の
契
機
は
、
個

人
の
欲
求
そ
の
も
の
、
な
い
し
は
道
徳
的
関
心
の
発
現
と
し
て
の
真
に
自
発
的
な
共
同
労
働
者
た
ち
の
競
争
を
促
進
す
る
点
で
、
杜

会
主
義
的
な
競
争
機
構
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
た
意
味
を
も
っ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
衆
的
運
動
と
し
て
の
杜
会
主
義
競
争
の

発
展
に
と
っ
て
も
、
ま
た
企
業
間
連
関
の
制
御
機
構
に
組
込
ま
れ
た
競
争
機
構
の
よ
り
全
面
的
な
機
能
の
展
開
、
お
よ
び
そ
こ
で
の

杜
会
主
義
的
自
発
性
の
契
機
の
成
長
に
と
っ
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
た
自
主
的
管
理
と
専
門
的
・
国
家
的
管
理
と
の
問
の
あ
る
種
の
分
離
性
と
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
矛
盾
は
、
自
主
的
管

理
の
現
実
的
展
開
が
、
本
源
的
な
共
同
管
理
主
体
と
し
て
の
共
同
所
有
者
・
共
同
労
働
者
大
衆
の
側
か
ら
の
、
専
門
的
．
国
家
的
管

理
の
主
体
に
た
い
す
る
監
督
・
統
制
お
よ
び
協
力
・
共
同
と
い
う
、
管
理
参
加
の
諸
形
態
を
っ
う
じ
て
は
か
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を

観
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
大
衆
的
管
理
参
加
の
諸
移
態
に
つ
い
て
、
レ
ー
ニ
ソ
は
前
出
の
一
九
一
八
年
の
論
文
草
稿
の
な
か
で
、

「
大
衆
が
一
般
的
姦
則
や
決
定
や
法
律
の
審
議
に
参
加
す
る
だ
げ
で
た
く
一
そ
の
遂
行
に
た
い
す
る
監
督
に
参
加
す
る
だ
げ
で
な

く
・
直
接
に
そ
の
遂
行
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る
」
こ
と
を
「
最
高
の
彬
態
で
の
民
主
主
義
的
組
織
原
則
」
と
観
定
し
て
、
そ
の
必

要
性
を
強
調
し
て
這
・
こ
う
し
た
大
衆
的
管
理
参
加
の
機
能
形
態
を
つ
う
じ
て
、
共
同
所
有
老
、
・
共
同
労
働
者
大
衆
は
専
門
的
．



国
家
的
管
理
の
主
体
に
た
い
し
て
、
み
ず
か
ら
の
意
思
と
要
求
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
益
と
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
主
的
管
理
の
現
実
的
展
開
の
機
構
は
、
上
下
二
つ
の
方
向
か
ら
す
る
二
重
の
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
第
一
に
、
中
央
か
ら
企
業
に
い
た
る
管
理
機
構
の
各
レ
ベ
ル
で
、
専
門
的
・
国
家
的
管
理
組
織
に
よ
る
意
思
決
定
お
よ
び
執
行
の

種
カ
の
局
面
に
。
関
し
て
、
下
か
ら
の
効
果
的
な
監
督
・
統
制
お
よ
び
協
力
・
共
同
の
機
能
を
は
た
し
う
る
よ
う
な
大
衆
的
管
理
参
加

の
機
構
が
必
要
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
中
央
国
家
機
関
と
地
方
の
国
家
な
い
し
は
自
治
体
の
機
関
の
各
レ
ベ
ル
で
、
行
政
・
執
行
機

関
に
た
い
し
て
上
か
ら
の
監
督
・
統
制
を
加
え
う
る
よ
う
な
代
議
制
立
法
・
基
本
政
策
決
定
機
関
の
形
成
お
よ
び
目
常
的
活
動
に
お

い
て
、
共
同
管
理
の
本
源
的
主
体
の
意
思
、
つ
ま
り
国
民
の
意
思
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
た
め
の
機
構
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

上
と
下
か
ら
の
二
重
の
機
構
が
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
専
門
的
・
国
家
的
管
理
に
内
蔵
さ
れ
る
本
源
的
な
共

同
管
理
の
主
体
な
い
し
は
杜
会
的
自
治
の
主
体
か
ら
の
分
離
性
が
完
全
に
埋
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
は
自
主
的
管
理
の
機
構
と
専
門
的
・
国
家
的
管
理
の
機
構
と
は
区
別
さ
れ
る
し
、

ま
た
両
者
の
上
述
の
よ
う
な
結
合
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
機
能
上
の
相
違
に
か
か
わ
っ
て
一
つ
の
問
題
が
発
生
す

る
。
自
主
的
管
理
の
現
実
的
展
開
の
彩
態
と
し
て
の
大
衆
的
た
自
発
的
管
理
参
加
と
、
専
門
的
・
国
家
的
管
理
機
構
の
独
自
的
な
処

理
・
執
行
権
限
と
を
、
民
主
集
中
制
の
組
織
原
則
に
も
と
づ
い
て
ど
の
よ
う
に
結
合
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
レ
ー
ニ
ソ
は
民
主
集
中
制
の
原
則
を
論
じ
た
前
出
の
論
文
草
稿
の
な
か
で
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
民
主
主
義
的
諸
機

能
の
二
っ
の
部
類
を
、
厳
密
に
区
別
し
は
じ
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
一
っ
は
討
論
、
大
衆
集
会
で
あ
り
、
も

う
一
っ
は
、
執
行
機
能
に
た
い
す
る
も
っ
と
も
厳
格
な
責
任
制
の
確
立
と
、
経
済
機
構
が
ま
っ
た
く
時
計
の
よ
う
に
働
く
よ
う
に
す

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
六
一
　
（
二
六
五
）
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る
た
め
に
必
要
な
、
命
令
と
指
図
の
、
無
条
件
に
勤
労
に
よ
る
、
規
律
あ
る
、
自
発
的
な
遂
行
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、

前
述
の
大
衆
的
管
理
参
加
の
諸
移
態
に
あ
ら
わ
れ
る
「
最
高
の
形
態
で
の
民
主
主
義
的
組
織
原
則
」
と
、
　
「
現
存
の
勤
労
者
全
体
を

結
合
し
て
、
時
計
の
よ
う
な
正
確
さ
で
働
く
一
つ
の
経
済
機
関
と
す
る
意
志
の
統
一
」
を
保
障
し
う
る
よ
う
な
、
　
「
一
定
の
執
行
機

能
…
…
、
一
定
の
命
令
の
実
施
…
…
、
あ
る
期
問
の
共
同
労
働
の
一
定
の
過
程
に
た
い
す
る
指
導
」
に
関
す
る
管
理
責
任
者
の
「
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
７
）

独
処
理
の
権
限
」
と
を
、
結
合
す
る
と
い
う
課
題
を
提
起
し
て
い
る
。

　
民
主
集
中
制
の
原
則
が
、
自
治
た
り
自
主
性
な
り
の
展
開
が
中
央
集
権
の
前
提
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
民
主
主
義
的
な
組
織
原
則

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
点
か
ら
出
発
す
る
と
き
、
右
の
緒
合
の
課
題
は
、
　
「
最
高
の
民
主
主
義
的

組
織
原
則
」
と
し
て
の
大
衆
的
管
理
参
加
に
依
拠
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
集
中
の
原
理
に
立
脚
す
る
単
独
処
理
の
権
限
あ
る
い

は
責
任
が
明
確
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
レ

ー
ニ
ソ
は
、
　
『
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
』
の
本
論
の
最
後
の
部
分
で
、
　
「
ソ
ヴ
ェ
ト
組
織
の
官
僚
主
義
的
歪
曲
と
の
闘
争
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
課
題
を
と
り
あ
げ
、
　
「
わ
れ
わ
れ
が
現
在
、
苛
酷
た
ほ
ど
毅
然
と
し
た
権
力
を
決
然
と
擁
護
し
、
純
行
政
的
な
諸
機
能
の
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

時
機
に
お
げ
る
、
一
定
の
作
業
過
程
の
た
め
の
、
個
人
の
独
裁
を
決
然
と
擁
護
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
青
歪
曲
す
る
ご

く
わ
ず
か
の
可
能
性
を
も
こ
と
ご
と
く
な
く
す
た
め
に
、
ま
た
繰
り
か
え
し
し
つ
っ
こ
く
生
え
て
く
る
官
僚
主
義
と
い
う
雑
草
を
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
８
）

絶
す
る
た
め
に
下
か
ら
の
統
制
と
方
法
と
は
ま
す
ま
す
多
様
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
共
同
管
理
の
本
源

的
な
主
体
の
広
範
で
多
様
な
形
態
で
の
管
理
参
加
の
展
開
が
、
杜
会
主
義
経
済
お
よ
び
杜
会
の
管
理
に
お
げ
る
体
制
上
の
民
主
主
義

の
実
体
的
展
開
の
決
定
的
た
前
提
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
体
制
上
の
民
主
主
義
の
展
開
に
と
っ
て
、
自
主



■

的
管
理
の
実
体
化
が
そ
の
十
分
条
件
を
な
し
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
が
、
自
主
的
管
理
を
基
軸
と
し
て
経
済
民
主
主
義
が
全
面
的
な
発

展
を
と
げ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
の
杜
会
的
・
政
治
的
環
境
全
体
に
か
か
わ
る
以
下
の
条
件
が
え
ら
れ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
自
主
的
管
理
と
専
門
的
・
国
家
的
管
理
の
諸
組
織
の
役
割
や
権
限
に
っ
い

て
境
界
が
明
確
に
設
定
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
前
出
の
著
書
で
グ
リ
ツ
ェ
ソ
コ
が
指
摘
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
９
）

よ
う
に
、
た
し
か
に
「
生
産
管
理
に
お
げ
る
杜
会
的
お
よ
び
行
政
的
形
態
の
境
界
は
流
動
的
で
あ
る
」
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
◎

し
か
し
、
所
与
の
条
件
の
も
と
で
は
、
専
門
的
・
国
家
的
管
理
の
組
織
で
あ
る
国
家
機
関
や
企
業
管
理
機
関
な
ど
と
、
自
主
的
管
理

の
組
織
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
労
働
組
合
や
ユ
ー
ゴ
型
の
労
働
者
評
議
会
、
そ
の
他
の
大
衆
的
組
織
な
ど
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
位
置
と
役
割
、
あ
る
い
は
独
自
の
権
限
が
十
分
明
確
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
現
実
に
完
全
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
ら
双
方
の
組
織
と
政
党
と
の
問
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
管
理
の
組
織
形
態
に
お
げ
る
こ
の
よ
う
な
多
元
性
の
確
立
は
、

専
門
的
．
国
家
的
管
理
の
独
走
や
、
労
働
者
階
級
の
前
衛
党
に
よ
る
他
の
諸
組
織
の
役
割
の
代
位
な
ど
、
体
制
上
の
民
主
主
義
の
実

体
的
展
開
を
阻
害
す
る
現
象
に
歯
止
め
を
か
け
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
家
的
管
理
機
構
の
内
部
構
成
に
っ
い
て
も
・

各
レ
ベ
ル
の
立
法
．
基
本
政
策
決
定
機
関
と
行
政
・
執
行
機
関
と
の
問
の
権
隈
の
区
別
が
明
確
に
規
定
さ
れ
、
前
者
の
後
者
に
た
い

す
る
上
位
性
と
監
督
権
限
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
、
行
政
・
執
行
機
関
の
独
走
を
避
け
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
し
、
自
主
的

管
理
機
構
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

　
第
二
に
、
自
主
的
管
理
に
お
い
て
も
専
門
的
・
国
家
的
管
理
に
お
い
て
も
、
機
能
上
な
い
し
は
運
営
方
法
上
の
民
主
主
義
が
つ
ら

ぬ
か
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
何
よ
り
杢
言
論
，
・
出
版
や
集
会
・
結
杜
の
自
由
、
あ
る
い
は
知
る
権
利
、
す
な
わ

ち
清
報
入
手
の
自
由
な
ど
の
政
治
的
・
市
民
的
自
由
の
尊
重
が
、
重
要
な
基
底
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
治
的
・
市
民

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
げ
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
つ
い
て
（
小
野
）
　
　
六
三
　
（
二
六
七
）
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的
自
由
の
完
全
な
尊
重
は
、
自
主
的
管
理
で
あ
れ
専
門
的
・
国
家
的
管
理
で
あ
れ
、
管
理
主
体
の
自
由
な
意
見
あ
る
い
は
意
思
の
形

成
お
よ
び
表
明
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
企
業
秘
密
や
情
報
独
占
の
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し

た
意
味
で
、
政
治
的
・
市
民
的
自
由
の
確
立
は
、
自
主
的
管
理
の
実
体
的
展
開
の
一
般
的
．
基
底
的
な
前
提
条
件
を
な
す
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
専
門
的
・
国
家
的
管
理
機
構
の
各
レ
ベ
ル
に
お
げ
る
管
理
責
任
者
の
選
任
と
そ
の
活
動
の
点
検
に
関
し
て
、
民
主
主
義

的
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
レ
ー
ニ
ソ
は
前
述
の
管
理
責
任
者
の
単
独
処
理
権
限
の
問
題
を

提
起
し
た
さ
い
、
　
「
大
衆
は
、
自
分
た
ち
の
た
め
に
責
任
あ
る
指
導
者
を
え
ら
ぶ
権
利
を
も
た
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
大
衆
は
彼
ら

を
解
任
す
る
権
利
を
も
た
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
大
衆
は
、
ど
ん
た
に
小
さ
く
と
も
、
彼
ら
の
活
動
の
足
取
り
を
す
べ
て
知
悉
し
、

点
検
す
る
権
利
を
も
た
た
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
大
衆
は
、
例
外
な
く
す
べ
て
の
労
働
者
成
員
を
管
理
機
能
に
推
挙
す
る
権
利
を
も
た

な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
主
張
し
て
拳
管
理
責
任
者
の
選
任
、
解
任
、
活
動
点
検
に
関
す
る
共
同
所
有
者
・
共
同
労
働
者
大
衆

の
民
主
的
参
加
の
権
利
は
、
具
体
的
条
件
に
よ
っ
て
種
々
の
移
態
で
実
現
さ
れ
う
る
。
た
と
え
ば
、
選
任
へ
の
参
加
の
権
利
は
直
接

選
挙
制
と
い
う
彩
態
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
自
主
的
管
理
組
織
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
労
働
組
合
の
組
織
代
表
の
選
任
へ
の

関
与
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
民
主
的
権
利
が
実
質
的
に
保

障
さ
れ
る
こ
と
が
・
単
独
処
理
権
限
の
独
走
や
官
僚
主
義
の
発
生
を
阻
止
す
る
う
む
で
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
で
あ
げ
た
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
の
杜
会
的
・
政
治
的
環
境
全
体
に
か
か
わ
る
諸
条
件
、
す
な
わ
ち
管
理
の
組
織
形
態
に
お

け
る
多
元
性
・
政
治
的
・
市
民
的
自
由
、
管
理
責
任
者
の
民
主
的
な
選
任
・
解
任
・
活
動
点
検
方
法
が
十
分
に
保
障
さ
れ
な
い
と
き



に
は
、
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
完
全
窪
開
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ぼ
か
り
か
、
専
門
的
・
国
家
的
管
理
の
主
体
・
と

く
に
行
政
．
執
行
機
関
に
よ
る
管
理
機
能
の
職
能
と
し
て
の
独
占
的
遂
行
や
、
国
家
的
強
制
力
の
独
占
的
行
使
に
潜
在
的
契
機
と
し

て
内
蔵
さ
れ
る
官
僚
主
義
が
白
己
運
動
を
お
こ
し
、
っ
い
に
は
こ
の
運
動
の
渦
が
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
十
分
条
件
と
し
て
の

白
主
的
管
理
を
も
ま
き
こ
み
、
そ
の
機
構
が
形
骸
化
し
て
ゆ
く
可
能
性
が
生
じ
う
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
右
の
諸
条
件
は
体
制
上

の
経
済
民
主
主
義
の
全
面
的
な
実
体
的
展
開
の
杜
会
的
・
政
治
的
な
必
要
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
体
制
上
の
経
済
民

主
主
義
の
必
要
条
件
と
し
て
は
、
先
に
経
済
管
理
組
織
の
構
造
上
の
そ
れ
と
し
て
集
権
と
分
権
の
適
切
た
結
合
を
あ
げ
た
が
・
こ
の

必
要
条
件
に
っ
い
て
も
、
そ
れ
が
み
た
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
十
分
条
件
と
し
て
の
自
主
的
管
理
の
実
体
化
が
制
約
さ
れ
阻
害
さ
れ

る
可
能
性
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
、
極
端
な
集
権
は
中
央
上
位
機
関
へ
の
過
度
の

権
限
集
中
に
よ
っ
て
、
各
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
主
的
管
理
機
構
の
活
動
の
余
地
を
い
ち
じ
る
し
く
せ
ぼ
め
る
で
あ
ろ
う
し
・
他
方
で

ぱ
、
商
品
生
産
的
市
場
機
構
と
事
実
上
変
ら
な
い
よ
う
な
完
全
な
分
権
は
、
企
業
の
狭
隆
な
特
殊
的
利
害
た
い
し
は
目
的
が
直
接
的

動
機
と
た
る
よ
う
な
専
門
的
管
理
を
助
長
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
主
的
管
理
の
実
体
化
の
展
開
の
道
を
と
ざ
す
結
果
を
う
む
で
あ
ろ

う
。　

従
来
の
ソ
連
に
お
け
る
経
済
管
理
機
構
は
、
上
述
の
よ
う
な
杜
会
主
義
的
民
主
主
義
の
杜
会
的
・
政
治
的
環
境
全
体
に
か
か
わ
る

諸
条
件
に
っ
い
て
は
、
な
お
未
熟
な
も
の
を
保
障
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
過
去
の
こ
の
国
の
資
本
主

義
が
後
進
性
を
多
分
に
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
民
主
主
義
の
点
で
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
。
ま
た
、
従
来
の
ソ
連
の
経
済
管
理
機
構
が
極
度
に
集
権
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
・
こ

れ
ら
の
事
情
が
、
自
主
的
管
理
の
発
展
と
体
制
上
の
経
済
民
主
主
義
の
原
理
の
実
体
化
に
お
げ
る
未
成
熟
性
や
停
滞
現
象
に
結
果
し

　
　
　
杜
会
主
義
経
済
管
理
に
お
け
る
民
主
主
義
の
原
理
と
そ
の
展
開
の
構
造
に
っ
い
て
（
小
野
）
　
　
六
五
　
（
二
六
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
二
・
三
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
（
二
七
〇
）

た
こ
と
は
・
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ソ
連
は
現
在
よ
う
や
く
こ
れ
ら
の
間
題
の
解
決
に
取
組
み
う
る
よ
う
な
杜
会
主
義

の
発
展
局
面
に
さ
し
か
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
意
味
で
、
経
済
管
理
に
お
け
る
体
制
上
の
民
主
主
義
の
原
理
の
全
面

的
な
実
体
化
の
間
題
は
、
実
践
的
に
は
多
分
に
現
在
お
よ
び
将
来
の
間
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
（
２
８
）
　
レ
ー
ニ
ソ
『
国
家
と
革
命
』
、
全
集
、
第
二
五
巻
、
五
一
〇
１
五
一
三
ぺ
－
ジ
。

　
（
２
９
）
　
マ
ル
ク
ス
『
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』
、
マ
ル
・
エ
ソ
全
集
、
第
一
九
巻
、
二
一
ぺ
ー
ジ
。

　
（
３
０
）
　
レ
ー
ニ
ソ
、
前
掲
書
、
五
〇
五
－
五
〇
六
ぺ
ー
ジ
。

　
（
３
１
）
　
エ
ソ
ゲ
ル
ス
『
反
デ
ュ
ー
リ
ソ
グ
論
』
、
マ
ル
・
エ
ソ
全
集
、
第
二
〇
巻
、
二
八
九
ぺ
ー
ジ
。

　
（
３
２
）
　
マ
ル
ク
ス
、
前
掲
書
、
三
〇
ぺ
－
ジ
。

　
（
３
３
）
書
喀
雪
望
毒
８
量
彗
胃
畠
き
冥
婁
与
◎
轟
匝
◎
葛
富
睾
匝
昌
勺
９
『
；
８
勺
昌
雪
目
喀
尻
、
雷
宍
、
し
睾
岬
『
・
。
、
ｐ
芦

　
（
３
４
）
　
レ
ー
ニ
ン
『
ロ
シ
ア
共
産
党
（
ボ
）
第
八
回
大
会
』
、
全
集
、
第
二
九
巻
、
一
七
二
ぺ
ー
ジ
。

　
（
３
５
）
「
宣
突
８
員
Ｐ
豪
畠
量
写
◎
号
８
竃
匡
団
弓
喀
這
ｏ
宅
◎
；
ｏ
自
『
Ｓ
雷
竃
…
言
爵
竃
・
Ｎ
Ｉ
ｏ
目
｛
｛
き
◎
弓
與
、
雷
８
雲
。
。
違
、
匡
９

　
　
　
コ
君
号
冨
違
一
Ｈ
８
◎
。
『
“
ｏ
弓
．
旨
ｏ
。
－
Ｈ
８
・

　
（
３
６
）
　
レ
ー
ニ
ソ
『
論
文
「
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
」
の
最
初
の
草
稿
』
、
全
集
、
第
二
七
巻
、
二
一
五
ぺ
－
ジ
。

　
（
３
７
）
　
前
掲
書
、
二
一
四
－
二
一
五
べ
ー
ジ
。

　
（
３
８
）
　
レ
ー
ニ
ソ
『
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
』
、
全
集
、
第
二
七
巻
、
二
七
七
－
二
七
八
ぺ
ー
ジ
。

　
（
３
９
）
平
＝
．
「
寝
局
実
ｐ
．
○
Ｑ
月
８
畠
¢
＝
重
¢
曾
暑
匡
着
潟
昌
畠
竃
目
君
冨
呂
巷
畠
◎
三
号
＆
自
窒
匡
・
胃
８
勺
竃
・
８
署
窒
ｏ
彗
◎
８
｝
・

　
　
　
宕
事
～
ｓ
ｐ
Ｈ
冨
．

　
（
４
０
）
　
レ
ー
ニ
ソ
『
論
文
「
ソ
ヴ
エ
ト
権
力
の
当
面
の
任
務
」
の
最
初
の
草
稿
』
、
全
集
、
第
二
七
巻
、
二
一
五
ぺ
ー
ジ
。


